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はじめに 

 

全国の自殺者数は、平成 10（1998）年以降、年間 3万人を超える状況が続

いていましたが、平成 18（2006）年 10月に「自殺対策基本法」が施行されて

以降、「社会の問題」と認識されるようになり、自殺対策の総合的な推進の結

果、自殺者数は減少傾向にあります。 

 しかしながら、令和 2（2020）年は新型コロナウイルス感染症の影響等もあ

り、自殺の要因と成り得る様々な問題が悪化したことなどにより、特に女性

や小中高生の自殺者数が増え、総数は 11年ぶりに前年を上回りました。 

 みなべ町では、令和元（2019）年に「みなべ町 自殺対策計画」（以下、前

計画という。）を策定し、自殺対策を「生きることの包括的な支援」と位置づ

け、令和元（2019）年度から 5年間を計画期間とし、全庁的な取組として総

合的に自殺対策を推進してきました。 

 令和 5（2023）年度に前計画の計画期間の終期を迎え、新たな「自殺総合対

策大綱」を踏まえ、「第 2期 みなべ町 自殺対策計画」を策定し、みなべ町

の自殺対策をさらに総合的に推進し、全庁的な取組として、「誰も自殺に追い

込まれることのないみなべ町」を目指します。 

 

 

 

令和６年３月    

みなべ町長 小谷 芳正 
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１ みなべ町自殺対策計画について
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１－１ 自殺対策計画策定の背景と目的  

みなべ町では、これまでも「第２次みなべ町長期総合計画」に基づき、健康づくりを推進してきました。 

 そのような中、平成２８年３月、自殺対策基本法の大改正において、自殺対策が「生きることの包括的な支援」

として実施されるべきこと等が基本理念に明記されるとともに、自殺対策の地域格差を解消し、誰もが等しく支

援を受けられるよう、「都道府県及び市町村は自殺総合対策大綱及び地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計

画を定めるものとする」とされました。 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困

窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社会的要因があることが知られています。自殺に至る心

理としては、様々な悩みが原因で追い詰められ自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ったり、社会とのつな

がりの減少や生きていても役に立たないという役割喪失感から、また与えられた役割の大きさに対する過剰な負

担感から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と見ることができます。自殺に追い込まれるという危機

は「誰にでも起こり得る危機」です。 

そのため、自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、「生きる

ことの包括的な支援」として実施されなければなりません（自殺対策基本法第２条）。自殺対策基本法は、第１条

において、「自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、国

民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする」とうたっています。

我が国の自殺対策は、全ての人がかけがえのない個人として尊重される社会、「誰も自殺に追い込まれることの

ない社会」の実現を目指しています。 

みなべ町は全ての人がかけがえのない個人として尊重される社会、「誰もが自殺に追い込まれることのない社

会」の実現を目指し、本計画を策定し、自殺対策を総合的に推進していきます。 

 

図１：自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 
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図２：日本の自殺者数の推移（令和 4 年度版「自殺対策白書」第１-１図） 

図３：自殺死亡率の国際比較（令和 4 年度版「自殺対策白書」第１－２９

図） 

資料：警視庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成 

資料：世界保健機関資料（2022 年 2 月）より厚生労働省自殺対策室作成 
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１－２ 自殺対策の基本方針  

令和４年 10月に閣議決定された自殺総合対策大綱では、自殺総合対策の基本方針として、以下の６点が掲げられ

ています。 

 

１）生きることの包括的な支援として推進 

個人、地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生きることの促進要因（自殺

に対する保護要因）」より、失業や多重債務、生活苦等の「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回

ったときに自殺リスクが高まります。 

そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取

組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で推進する必要があります。自殺防止や遺族支援と

いった狭義の自殺対策だけでなく、「生きる支援」に関する地域のあらゆる取組を総動員して、まさに「生きるこ

との包括的な支援」として推進することが重要です。 

この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標であるＳＤＧｓ

の理念と合致するものであることから、自殺対策は、ＳＤＧｓの達成に向けた政策としての意義も持ち合わせる

ものです。 

 

２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視点

だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。また、このような包括的な取組を実施するた

めには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要があります。 

自殺の要因となり得る孤独・孤立、生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイノリティ等、関

連の分野においても同様の連携の取組が展開されています。連携の効果を更に高めるため、そうした様々な分野

の生きる支援にあたる人々がそれぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有することが重要です。 

とりわけ、属性を問わない相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制

整備事業」の実施など地域共生社会の実現に向けた取組、生活困窮者自立支援制度などとの連携を推進すること

や、精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ

るようにすること、その他にも孤独・孤立対策やこども家庭庁との連携を図る取組が重要です。 

 

３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

自殺対策は、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連携のレベル」、「社会制

度のレベル」、それぞれにおいて強力に、かつそれらを総合的に推進することが重要です。 

これは、住民の暮らしの場を原点としつつ、「様々な分野の対人支援を強化すること」と、「対人支援の強化等

に必要な地域連携を促進すること」、更に「地域連携の促進等に必要な社会制度を整備すること」を一体的なもの

として連動して行っていくという考え方（三階層自殺対策連動モデル）です。 

また、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対応」と、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入

する「危機対応」、それに自殺や自殺未遂が生じてしまった場合等における「事後対応」の、それぞれの段階にお

いて施策を講じる必要があります。 

加えて、「自殺の事前対応の：更に前段階での取組」として、学校において、児童生徒等を対象とした、いわゆ

る「SOSの出し方に関する教育」を推進することも重要とされています。 
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４）実践と啓発を両輪として推進 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ

れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深めることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を

求めることが適当であるということが、地域全体の共通認識となるように積極的に普及啓発を行うことが重要で

す。 

全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき、精神科医等の専門家につ

なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、メンタルヘルスへの理解促進も含め、広報活動、教育活動等

に取り組んでいくことが必要です。 

また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られるだけ

でなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにもなっていることから、自殺に対する偏見を払拭し正しい理解

を促進する啓発活動に取り組んでいくことが必要です。 

 

５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために

は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推

進することが必要です。そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化した上で、相互の連携・

協働の仕組みを構築することが重要です。 

具体的には、国には「自殺対策を総合的に策定し、実施する」責務があり、地方公共団体には「地域の状況に

図４：三階層自殺対策連動モデル（いのち支える自殺対策推進センター資料） 
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応じた施策を策定し、実施する」責務があります。また関係団体や民間団体、企業には、それぞれの活動内容の

特性等に応じて「積極的に自殺対策に参画する」ことが求められ、国民にも「自殺が社会全体の問題であり我が

事であることを認識し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現のため、主体的に自殺対策に取り組む」

ことが期待されます。 

また、地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を

担う支援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉センター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、

当該ネットワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域プラットフォームづくりが重要となります。 

 

６）自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮 

国、地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の

名誉及び生活の平穏に十分配慮し、不当に侵害することのないよう、このことを認識して自殺対策に取り組む必

要があります。 

 

 

 

１－３ 計画の位置づけ  

本計画は、自殺対策基本法第 13 条 2 項の規定により、みなべ町における実状を勘案して定める自殺対策につ

いての計画です。中長期的な視点を持って継続的に実施していくため、「自殺対策基本法」「自殺総合対策大綱」

を踏まえ、また、関連性の高い計画である「第４期みなべ町地域福祉計画」、「みなべ町障がい児者プラン」、「み

なべ町子ども・子育て支援事業計画」、「みなべ町高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」等との整合を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次みなべ町長期総合計画 

 

第４期みなべ町地域福祉計画 

 

みなべ町障がい児者プラン 

 

みなべ町子ども・子育て支援事業計画 

 

みなべ町高齢者福祉計画及び第９期介護保

険事業計画 

等 

第 2 期 

みなべ町 

 自殺対策計画 

整合 
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１－４ ＳＤＧｓとの関係  

本計画ではみなべ町のＳＤＧｓに関する取り組み状況や本計画の基本理念等を踏まえ、ＳＤＧｓの 17 の目標

のうち、「１貧困をなくそう」、「３ すべての人に健康と福祉を」、「４ 質の高い教育をみんなに」、「５ ジェンダ

ー平等を実現しよう」、「８ 働きがいも経済成長も」、「１０ 人や国の不平等をなくそう」、「１１ 住み続けられ

るまちづくりを」、「１６ 平和と公正をすべての人に」、「１７ パートナーシップで目標を達成しよう」の９つ

のゴールに寄与することを念頭に置きながら、具体的な取組を進めていくこととします。 

 

 

 

１－５ 計画の期間  

令和 6（2024）年度から令和 10（2028）年度までの 5年間とします。また国の政策と連携する必要があること

から、国の動向や社会情勢の変化に配慮し、必要に応じ計画の見直しを行います。 

 

 

 

１－６ 計画の目標  

「自殺総合対策大綱」では、令和 8（2026）年までに自殺死亡率を平成 27（2015）年と比べて 30％以上減少さ

せることとしています。 

 みなべ町においては、「誰も自殺に追い込まれることのないみなべ町」の実現を目指します。



0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２ みなべ町の自殺の現状と関連データ 
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２－１ みなべ町の自殺の現状  

 

（１）住民基本台帳に基づく人口（各年度の３月末分） 

みなべ町の人口は男性、女性とも減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自殺者数及び自殺死亡率の長期的推移（H12(2000)年～R4(2022)年） 

みなべ町の自殺死亡率は減少傾向にありましたが、令和４（2022）年に急増しています。 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
H30 

(2018) 
R1 

(2019) 
R2 

(2020) 
R3 

(2021) 
R4 

(2022) 
 

合計 
人口 総数（人） 12,726 12,452 12,252 12,071 11,912 61,413 
                
男性 合計（人） 6,028 5,898 5,809 5,746 5,664 29,145 

女性 合計（人） 6,698 6,554 6,443 6,325 6,248 32,268 
        
男性 20歳未満（人） 1,147 1,105 1,067 1,022 982 5,323 

  20歳代（人） 513 478 475 492 481 2,439 

  30歳代（人） 601 574 555 541 532 2,803 

  40歳代（人） 856 844 836 813 785 4,134 

  50歳代（人） 780 768 749 761 772 3,830 

  60歳代（人） 897 875 854 833 825 4,284 

  70歳代（人） 717 746 772 775 773 3,783 

  80歳以上（人） 517 508 501 509 514 2,549 
                
女性 20歳未満（人） 1,103 1,066 1,032 1,004 959 5,164 

  20歳代（人） 547 502 468 445 462 2,424 

  30歳代（人） 623 603 586 543 506 2,861 

  40歳代（人） 830 803 794 781 763 3,971 

  50歳代（人） 823 831 809 811 814 4,088 

  60歳代（人） 988 947 933 907 895 4,670 

  70歳代（人） 852 898 904 905 911 4,470 

  80歳以上（人） 932 904 917 929 938 4,620 
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自殺統計 全国自殺死亡率
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（３）男女別 自殺者数（H30(2018)年～R4(2022)年） 
自殺者数は、男性が女性を上回っています。 

 
 男 性  （H30(2018)年～R4(2022)年）合計   ７人 
女 性  （H30(2018)年～R4(2022)年）合計   ３人 

 自殺者数 （H30(2018)年～R4(2022)年）合計  １０人 
 
 
 

（４）性・年齢・職業・同居人の有無別にみたみなべ町の主な自殺の特徴（H30(2018)年～R4(2022)年） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：警察庁自殺統計原票データをいのち支える自殺対策推進センター（以下、JSCP）にて個別集計 
 
・区分の順位は自殺者数の多い順で、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順としました。 
* 自殺死亡率の算出に用いた人口は、総務省「令和２年国勢調査」就業状態等基本集計を基に JSCPにて推計し
たものです。 
** 「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考に推定したものです。自
殺者の特性別に見て代表的と考えられる経路の一例を示しており、記載の経路が唯一のものではありません。 
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300.0

0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
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居
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居

独
居

同
居
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居
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居
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居

同
居
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居

同
居
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居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

有職 無職 有職 無職 有職 無職 有職 無職 有職 無職 有職 無職

20～39歳 40～59歳 60歳以上 20～39歳 40～59歳 60歳以上

男性 女性

自
殺
死
亡
率
(
人
口
10
万
対
)

割
合

割合 全国割合 自殺死亡率(人口10万対) 全国自殺死亡率

自殺者の特性上位５区分 
自殺者数 
(5年計) 

割合 
自殺死亡率* 
(人口 10万対) 

背景にある主な自殺の危機経路** 

1位:男性 40～59歳有職同居 3 30.0% 44.3 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕
事の失敗→うつ状態→自殺 

2位:男性 60歳以上無職同居 2 20.0% 59.8 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）
＋身体疾患→自殺 

3位:女性 60歳以上無職同居 2 20.0% 26.8 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

4位:男性 20～39歳無職同居 1 10.0% 277.9 
①【30代その他無職】ひきこもり＋家族間
の不和→孤立→自殺／②【20代学生】就職
失敗→将来悲観→うつ状態→自殺 

5位:男性 60歳以上有職独居 1 10.0% 198.7 
配置転換／転職＋死別・離別→身体疾患→う
つ状態→自殺 
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生活状況別にみた背景にある主な自殺の危機経路（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・背景にある主な自殺の危機経路はライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考にしています。自殺者の生活状
況別に見て代表的と考えられる経路の一例であり、記載の経路が唯一ではありません。 
 
 
 
 
 
 
 

生活状況 背景にある主な自殺の危機経路（例） 

男性 

20～39歳 

有職 

同居 
職場の人間関係／仕事の悩み(ブラック企業)→パワハラ＋過労→うつ状
態→自殺 

独居 
①【正規雇用】配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕事の失敗→
うつ状態→自殺／②【非正規雇用】（被虐待・高校中退）非正規雇用→
生活苦→借金→うつ状態→自殺 

無職 
同居 

① 【30代その他無職】ひきこもり＋家族間の不和→孤立→自殺 
② 【20代学生】就職失敗→将来悲観→うつ状態→自殺 

独居 
① 【30代その他無職】失業→生活苦→多重債務→うつ状態→自殺 
② 【20代学生】学内の人間関係→休学→うつ状態→自殺 

40～59歳 

有職 
同居 配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

独居 
配置転換（昇進/降格含む）→過労＋仕事の失敗→うつ状態＋アルコー
ル依存→自殺 

無職 
同居 失業→生活苦→借金＋家族間の不和→うつ状態→自殺 

独居 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

60歳以上 

有職 
同居 

① 【労働者】身体疾患＋介護疲れ→アルコール依存→うつ状態→自殺 
② 【自営業者】事業不振→借金＋介護疲れ→うつ状態→自殺 

独居 配置転換／転職＋死別・離別→身体疾患→うつ状態→自殺 

無職 
同居 失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋身体疾患→自殺 

独居 失業（退職）＋死別・離別→うつ状態→将来生活への悲観→自殺 

女性 

20～39歳 

有職 
同居 離婚の悩み→非正規雇用→生活苦＋子育ての悩み→うつ状態→自殺 

独居 
① 非正規雇用→生活苦→借金→うつ状態→自殺 
② 仕事の悩み→うつ状態→休職／復職の悩み→自殺 

無職 
同居 DV 等→離婚→生活苦＋子育ての悩み→うつ状態→自殺 

独居 
① 【30代その他無職】失業→生活苦＋うつ状態→孤立→自殺 
② 【20代学生】学内の人間関係→休学→就職失敗＋うつ状態→自殺 

40～59歳 

有職 
同居 職場の人間関係＋家族間の不和→うつ状態→自殺 

独居 職場の人間関係＋身体疾患→うつ状態→自殺 

無職 
同居 近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ病→自殺 

独居 夫婦間の不和→離婚→生活苦→うつ状態→自殺 

60歳以上 

有職 
同居 介護疲れ＋家族間の不和→身体疾患＋うつ状態→自殺 

独居 死別・離別＋身体疾患→うつ状態→自殺 

無職 
同居 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

独居 死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 
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「背景にある主な自殺の危機経路」 
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（５）地域の自殺の特性の評価（H30(2018)年～R4(2022)年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*１) 地域における自殺の基礎資料に基づく自殺死亡率（人口 10 万対）。 
*２) 個別集計に基づく 20～59歳における自殺死亡率（人口 10万対）。 
*３) 地域における自殺の基礎資料に基づく発見地÷住居地（％）とその差（人）。 
*４) 地域における自殺の基礎資料または個別集計に基づく首つり以外の自殺者の割合（％）。 
・ランク欄に「a」と表示されている場合は、自殺者 1 人の増減でランクが変化することを示しています。 
・指標値欄に「*」と表示されている場合は、指標を算出していないことを示しています。 
 
ランクの標章 

 
 
 
 
 
 
 

※ 全国の市区町村における当該指標値に基づく順位を評価しました。 

 

 

（６）重点施策 

みなべ町における自殺の特徴の上位３区分の性・年代等の特性と「背景にある主な自殺の危機経路」を参考
に自殺実態プロファイルにおいて「勤務・経営」「高齢者」「生活困窮」が重点施策として推奨されました。  

  指標値 ランク 

総数*1) 15.9  - 

男性*1) 23.5  -a 

女性*1) 9.1  -a 

20歳未満*1) 0.0  -a 

20歳代*1) 19.4  ★a 

30歳代*1) 0.0  - 

40歳代*1) 12.1  -a 

50歳代*1) 25.1  ★a 

60歳代*1) 32.5  ★★a 

70歳代*1) 12.4  -a 

80歳以上*1) 28.0  ★a 

若年者(20～39歳)*1) 9.0  - 

高齢者(70歳以上)*1) 19.7  -a 

ハイリスク地*3) 130%/+3 -a 

勤務・経営*2) 15.2  -a 

無職者・失業者*2) 19.5  -a 

自殺手段*4) 30.0% -a 

ランク 

★★★／☆☆ 上位 10%以内 

★★／☆ 上位 10～20% 

★ 上位 20～40% 

－ その他 

＊＊ 評価せず 
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２－２ 自殺に関連するデータ  

（１）勤務・経営関連資料 

有職者より無職者の自殺者数が多くなっています。 

職業別の自殺の内訳（H30(2018)年～R4(2022)年） 

 
 
 
 

資料：警察庁自殺統計原票データを JSCPにて個別集計 
・性・年齢・同居の有無の不詳を除きます。 
・令和 4年 1月の自殺統計原票の改訂に伴い職業分類が新しくなったため、これまで「有職者の職業分類」を
掲載していたところ、「有職」「無職」の分類へ変更しました。 
 
 
 
（２）高齢者関連資料 

みなべ町の高齢化率は増加傾向にあります。 

６０歳以上の自殺者数は、男性は【６０歳代・同居人あり】、【６０歳代・同居人なし】、【８０歳以上・同居
人あり】の割合が全国より高くなっています。女性は【６０歳代・同居人あり】、【７０歳代・同居人あり】、
【８０歳以上・同居人なし】の割合が全国より高くなっています。 
 

みなべ町の高齢化率（各年度の３月末分） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
６０歳以上の自殺者数の内訳（H30(2018)年～R4(2022)年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：警察庁自殺統計原票データを JSCPにて個別集計 

 

 

 
 
 
 
 

職業 自殺者数 割合 全国割合 

有職 4 40.0% 38.7% 

無職 6 60.0% 61.3% 

合計 10 100% 100% 

 H30 
(2018) 

R1 
(2019) 

R2 
(2020) 

R3 
(2021) 

R4 
(2022) 

 
合計 

65歳以上人口（人） 3,992 4,007 4,040 4,026 4,005 20,070 

       

65歳以上人口 

男性（人） 

1,690 1,718 1,735 1,711 1,694 8,548 

65歳以上人口 

女性（人） 

2,302 2,289 2,305 2,315 2,311 11,522 

       

高齢化率（％） 31.4 32.2 33.0 33.4 33.6  

  自殺者数 割合 全国割合 

同居人の有無 あり なし あり なし あり なし 

男性 

60歳代 1 1 16.7% 16.7% 13.4% 10.0% 

70歳代 0 0 0.0% 0.0% 14.9% 8.4% 

80歳以上 1 0 16.7% 0.0% 11.9% 5.2% 

女性 

60歳代 1 0 16.7% 0.0% 8.5% 2.8% 

70歳代 1 0 16.7% 0.0% 9.1% 4.3% 

80歳以上 0 1 0.0% 16.7% 7.0% 4.3% 

合計 6 100% 100% 
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（３）生活困窮関連資料（H30(2018)年～R4(2022)年） 
生活保護世帯、人員はともに減少傾向にあります。 

 

生活保護受給状況 被保護世帯数・人員 

 

 

 

 

 

資料：田辺保健所事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 H30 
(2018) 

R1 
(2019) 

R2 
(2020) 

R3 
(2021) 

R4 
(2022) 

世帯数 60 57 48 48 44 

人員 87 77 67 67 61 

保護率 7.04 6.36 5.64 5.75 5.26 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前計画の取組と評価 
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ア
会

議
を

開
催

し
、

高
齢

者
向

け
施

策
の

展
開

す
る

関
係

者
間

で
連

携
を

強
化

し
、

地
域

資
源

の
開

発
に

つ
な

げ
て

い
ま

す
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

拡
大

防
止

に
よ

り
、

全
体

会
議

は
書

面
開

催
と

な
っ

た
時

も
あ

り
ま

し
た

が
、

計
画

通
り

実
施

で
き

、
関

係
機

関
と

の
連

携
も

ス
ム

ー
ズ

に
行

え
ま

し
た

。

80
%

運
営

協
議

会
や

ケ
ア

会
議

等
に

お
い

て
高

齢
者

向
け

施
策

を
展

開
す

る
関

係
者

間
で

連
携

を
強

化
し

、
地

域
資

源
の

連
動

に
つ

な
げ

て
い

き
ま

す
。

【地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
】1

～
2回

/年
【地

域
ケ

ア
会

議
】随

時
【在

宅
医

療
・介

護
連

携
推

進
会

議
】随

時

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

事
業

誰
も

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
自

分
ら

し
い

暮
ら

し
を

続
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

「住
ま

い
・医

療
・介

護
・介

護
予

防
・

生
活

支
援

」を
地

域
で

一
体

的
に

提
供

す
る

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
体

制
を

整
備

し
、

地
域

住
民

同
士

の
支

え
合

い
や

助
け

合
い

の
力

の
醸

成
に

も
つ

な
げ

て
い

き
ま

す
。

健
康

長
寿

課
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
事

業
の

各
事

業
毎

に
評

価
し

ま
し

た
。

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

事
業

の
各

事
業

毎
に

評
価

し
ま

し
た

。
―

―

介
護

支
援

専
門

員
に

関
す

る
こ

と
(ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
支

援
）

介
護

支
援

専
門

員
に

対
し

、
処

遇
困

難
事

例
へ

の
対

応
策

の
意

見
交

換
・専

門
知

識
を

深
め

る
研

修
、

更
に

地
域

ケ
ア

会
議

に
よ

る
多

職
種

間
の

協
議

等
で

自
殺

対
策

に
つ

な
が

る
資

質
向

上
や

ケ
ア

の
質

の
向

上
が

期
待

で
き

ま
す

。

健
康

長
寿

課

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
開

催
で

き
な

い
期

間
も

あ
り

ま
し

た
が

、
他

職
種

も
参

加
し

地
域

ケ
ア

会
議

を
実

施
し

ま
し

た
。

老
老

介
護

な
ど

困
難

事
例

へ
の

対
応

策
を

検
討

、
意

見
交

換
を

行
い

ま
し

た
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

拡
大

防
止

に
よ

り
、

開
催

で
き

な
い

時
期

も
あ

っ
た

が
、

ケ
ア

会
議

開
催

時
は

、
関

係
す

る
専

門
職

種
や

関
係

機
関

と
の

連
携

を
強

化
し

総
合

的
な

ケ
ア

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
ケ

ア
の

資
質

向
上

に
取

り
組

む
こ

と
が

で
き

ま
し

た
。

80
%

介
護

支
援

専
門

員
に

対
し

、
処

遇
困

難
事

例
へ

の
対

応
策

の
意

見
交

換
・専

門
知

識
を

深
め

る
研

修
、

更
に

地
域

ケ
ア

会
議

に
よ

る
多

職
種

間
の

協
議

等
で

自
殺

対
策

に
つ

な
が

る
資

質
向

上
や

ケ
ア

の
質

の
向

上
が

期
待

で
き

ま
す

。

み
な

べ
町

文
化

協
会

へ
の

参
加

公
民

館
等

を
拠

点
と

し
て

サ
ー

ク
ル

同
士

が
相

互
に

交
流

を
深

め
、

地
域

で
の

仲
間

づ
くり

を
促

進
し

て
い

き
ま

す
。

教
育

学
習

課
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

た
め

サ
ー

ク
ル

活
動

や
文

化
祭

等
の

中
止

が
余

儀
な

くさ
れ

た
時

期
も

あ
り

ま
し

た
が

、
サ

ー
ク

ル
活

動
に

つ
い

て
は

徐
々

に
活

動
を

再
開

し
ま

し
た

。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
サ

ー
ク

ル
活

動
や

事
業

が
実

施
出

来
な

い
時

期
も

あ
っ

た
が

、
各

公
民

館
で

ロ
ビ

ー
展

を
行

う
な

ど
、

代
替

イ
ベ

ン
ト

を
行

う
こ

と
が

出
来

ま
し

た
。

50
%

こ
れ

ま
で

と
同

様
に

、
サ

ー
ク

ル
活

動
に

対
す

る
積

極
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

き
ま

す
。

ま
た

、
サ

ー
ク

ル
活

動
の

発
表

の
場

と
し

て
の

ロ
ビ

ー
展

を
定

期
的

に
行

い
、

年
に

一
度

の
大

文
化

展
や

文
化

祭
も

同
様

に
実

施
し

て
い

き
ま

す
。

み
な

べ
町

子
ど

も
家

庭
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
協

議
会

虐
待

が
疑

わ
れ

る
児

や
、

支
援

対
象

家
庭

に
つ

い
て

、
関

係
機

関
と

連
携

し
、

情
報

を
共

有
す

る
こ

と
で

効
果

的
に

支
援

し
ま

す
。

さ
ま

ざ
ま

な
問

題
が

自
殺

の
リ

ス
ク

要
因

と
な

ら
な

い
よ

う
に

、
教

育
、

生
活

、
経

済
的

支
援

等
、

多
方

面
か

ら
支

援
で

き
る

よ
う

努
め

ま
す

。
【全

体
会

議
】1

回
/年

【実
務

者
会

議
】2

回
/年

【個
別

ケ
ー

ス
検

討
会

議
】適

宜
開

催

健
康

長
寿

課
教

育
学

習
課

住
民

福
祉

課

【全
体

会
議

】1
回

/年
【実

務
者

会
議

】2
回

/年
【個

別
ケ

ー
ス

検
討

会
議

】適
宜

開
催

町
公

報
紙

に
よ

る
虐

待
予

防
の

啓
発

、
虐

待
の

心
配

さ
れ

る
児

童
や

保
護

者
に

対
し

、
寄

り
添

い
な

が
ら

相
談

、
関

係
機

関
と

連
携

し
、

情
報

共
有

し
な

が
ら

自
殺

の
リ

ス
ク

要
因

と
な

ら
な

い
よ

う
に

、
支

援
し

ま
し

た
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

拡
大

防
止

に
よ

り
、

全
体

会
議

は
書

面
開

催
と

な
っ

た
時

も
あ

っ
た

が
、

計
画

通
り

実
施

で
き

、
関

係
機

関
と

の
連

携
も

ス
ム

ー
ズ

に
行

え
ま

し
た

。

80
%

こ
れ

ま
で

と
同

様
に

、
虐

待
予

防
の

啓
発

や
、

虐
待

が
疑

わ
れ

る
児

や
、

支
援

対
象

家
庭

に
つ

い
て

、
関

係
機

関
と

連
携

し
、

情
報

を
共

有
す

る
こ

と
で

効
果

的
に

支
援

し
ま

す
。

さ
ま

ざ
ま

な
問

題
が

自
殺

の
リ

ス
ク

要
因

と
な

ら
な

い
よ

う
に

、
教

育
、

生
活

、
経

済
的

支
援

等
、

多
方

面
か

ら
支

援
で

き
る

よ
う

努
め

ま
す

。
【全

体
会

議
】1

回
/年

【実
務

者
会

議
】2

回
/年

【個
別

ケ
ー

ス
検

討
会

議
】適

宜
開

催

西
牟

婁
圏

域
自

立
支

援
協

議
会

困
難

事
例

へ
の

対
応

方
法

等
に

つ
い

て
関

係
機

関
と

共
有

、
連

携
す

る
こ

と
で

、
対

象
者

に
合

わ
せ

た
支

援
を

提
供

で
き

る
体

制
の

強
化

に
努

め
ま

す
。

全
体

会
議

：年
2回

開
催

定
例

会
議

：年
5回

程
度

開
催

専
門

会
議

：適
宜

開
催

住
民

福
祉

課

自
立

支
援

協
議

会
の

精
神

保
健

福
祉

部
会

に
て

、
当

町
の

保
健

師
を

招
き

、
事

例
検

討
等

を
実

施
し

ま
し

た
。

全
体

会
議

：年
1回

開
催

定
例

会
議

：年
3回

開
催

専
門

会
議

：適
宜

開
催

必
要

に
応

じ
て

、
自

立
支

援
協

議
会

で
事

例
検

討
等

を
通

じ
て

関
係

機
関

と
連

携
を

と
れ

た
こ

と
で

、
支

援
体

制
の

強
化

に
努

め
ら

れ
ま

し
た

。
80

%

困
難

事
例

へ
の

対
応

方
法

等
に

つ
い

て
関

係
機

関
と

共
有

、
連

携
す

る
こ

と
で

、
対

象
者

に
合

わ
せ

た
支

援
を

提
供

で
き

る
体

制
の

強
化

に
よ

り
一

層
努

め
ま

す
。

全
体

会
議

：年
1回

開
催

定
例

会
議

：年
3回

開
催

専
門

会
議

：適
宜

開
催

職
員

の
研

修
に

関
す

る
事

務

深
刻

な
問

題
を

抱
え

て
い

た
り

困
難

な
状

況
に

あ
る

方
の

相
談

に
対

し
、

担
当

課
と

情
報

共
有

、
連

携
で

き
る

体
制

を
作

り
ま

す
。

ま
た

、
ど

ん
な

相
談

に
対

し
て

も
相

談
者

に
寄

り
添

い
な

が
ら

支
援

す
る

役
割

を
担

っ
て

い
け

る
よ

う
、

研
修

会
等

を
開

催
し

人
材

育
成

に
努

め
ま

す
。

総
務

課
健

康
長

寿
課

令
和

2年
度

実
施

予
定

で
し

た
が

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
り

実
施

で
き

ま
せ

ん
で

し
た

。
計

画
通

り
実

施
で

き
な

か
っ

た
た

め
、

今
後

、
開

催
で

き
る

よ
う

努
め

ま
す

。
0%

深
刻

な
問

題
を

抱
え

て
い

た
り

困
難

な
状

況
に

あ
る

方
の

相
談

に
対

し
、

担
当

課
と

情
報

共
有

、
連

携
で

き
る

体
制

を
作

り
ま

す
。

ま
た

、
ど

ん
な

相
談

に
対

し
て

も
相

談
者

に
寄

り
添

い
な

が
ら

支
援

す
る

役
割

を
担

っ
て

い
け

る
よ

う
、

研
修

会
等

を
開

催
し

人
材

育
成

に
努

め
ま

す
。

思
春

期
保

健
福

祉
体

験
学

習

町
内

全
て

の
中

学
3年

生
（一

部
2年

生
）を

対
象

に
、

乳
幼

児
健

診
で

の
赤

ち
ゃ

ん
抱

っ
こ

体
験

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
保

健
師

に
よ

る
事

前
学

習
や

体
験

学
習

で
、

命
が

大
切

に
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
実

感
し

、
自

分
も

大
切

に
さ

れ
て

き
た

事
を

知
る

こ
と

を
目

的
に

実
施

し
て

い
き

ま
す

。

健
康

長
寿

課
教

育
学

習
課

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
令

和
４

年
度

か
ら

、
乳

幼
児

健
診

で
の

赤
ち

ゃ
ん

抱
っ

こ
体

験
を

辞
め

、
各

校
で

の
講

義
形

式
と

し
て

実
施

を
継

続
し

ま
し

た
。

実
施

方
法

は
変

更
し

た
が

、
事

業
自

体
は

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

町
内

全
て

の
中

学
3年

生
（一

部
2年

生
）を

対
象

に
、

赤
ち

ゃ
ん

人
形

に
よ

る
抱

っ
こ

体
験

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
保

健
師

に
よ

る
事

前
学

習
や

体
験

学
習

で
、

命
が

大
切

に
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
実

感
し

、
自

分
も

大
切

に
さ

れ
て

き
た

事
を

知
る

こ
と

を
目

的
に

実
施

し
て

い
き

ま
す

。

基
本

施
策

１
　

地
域

に
お

け
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
強

化

基
本

施
策

２
　

自
殺

対
策

を
支

え
る

人
材

の
育

成
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項
目

実
施

内
容

担
当

課
再

掲
令

和
１～

４年
度

実
施

状
況

令
和

１～
４年

度
　実

施
状

況
に

関
す

る
担

当
課

の
評

価
達

成
度

（％
）

令
和

６年
度

～
の

実
施

計
画

人
権

啓
発

事
務

人
権

啓
発

の
映

画
上

映
、プ

ラ
ン

タ
ー

の
花

植
え

、標
語

の
募

集
等

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
幅

広
い

世
代

を
対

象
と

し
た

講
演

会
等

を
実

施
し

て
い

き
ま

す
。

総
務

課
教

育
学

習
課

人
権

啓
発

の
映

画
上

映
、プ

ラ
ン

タ
ー

の
花

植
え

、標
語

の
募

集
を

実
施

し
ま

し
た

。人
権

啓
発

の
映

画
上

映
の

み
、新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

た
め

令
和

２～
３年

度
ま

で
実

施
出

来
ま

せ
ん

で
し

た
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
一

定
期

間
に

わ
た

り
未

実
施

だ
っ

た
事

業
も

あ
る

が
、他

の
事

業
に

関
し

て
は

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

80
%

人
権

啓
発

の
映

画
上

映
、プ

ラ
ン

タ
ー

の
花

植
え

、標
語

の
募

集
等

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
幅

広
い

世
代

を
対

象
と

し
た

講
演

会
等

を
実

施
し

て
い

き
ま

す
。

思
春

期
保

健
福

祉
体

験
学

習

町
内

全
て

の
中

学
3年

生
（一

部
2年

生
）を

対
象

に
、乳

幼
児

健
診

で
の

赤
ち

ゃ
ん

抱
っ

こ
体

験
を

実
施

し
て

い
ま

す
。保

健
師

に
よ

る
事

前
学

習
や

体
験

学
習

で
、命

が
大

切
に

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

実
感

し
、自

分
も

大
切

に
さ

れ
て

き
た

事
を

知
る

こ
と

を
目

的
に

実
施

し
て

い
き

ま
す

。

健
康

長
寿

課
教

育
学

習
課

【再
掲

】
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

た
め

令
和

４年
度

か
ら

、乳
幼

児
健

診
で

の
赤

ち
ゃ

ん
抱

っ
こ

体
験

を
辞

め
、各

校
で

の
講

義
形

式
と

し
て

実
施

を
継

続
し

ま
し

た
。

実
施

方
法

は
変

更
し

た
が

、事
業

自
体

は
計

画
通

り
実

施
で

き
ま

し
た

。
10

0%

町
内

全
て

の
中

学
3年

生
（一

部
2年

生
）を

対
象

に
、赤

ち
ゃ

ん
人

形
に

よ
る

抱
っ

こ
体

験
を

実
施

し
て

い
ま

す
。保

健
師

に
よ

る
事

前
学

習
や

体
験

学
習

で
、命

が
大

切
に

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

実
感

し
、自

分
も

大
切

に
さ

れ
て

き
た

事
を

知
る

こ
と

を
目

的
に

実
施

し
て

い
き

ま
す

。

図
書

館
の

運
営

自
殺

予
防

週
間

（９
月

）、
自

殺
対

策
月

間
（３

月
）に

あ
わ

せ
た

こ
こ

ろ
の

健
康

に
関

す
る

書
籍

紹
介

や
展

示
、リ

ー
フ

レ
ッ

ト等
の

配
布

を
行

い
ま

す
。

健
康

長
寿

課
教

育
学

習
課

自
殺

予
防

週
間

(9
月

)で
の

パ
ン

フ
レ

ッ
トや

リ
ー

フ
レ

ッ
トの

設
置

、自
殺

対
策

月
間

(3
月

)で
の

こ
こ

ろ
の

健
康

に
関

す
る

書
籍

紹
介

や
展

示
、リ

ー
フ

レ
ッ

ト等
の

配
布

を
行

い
ま

し
た

。
計

画
通

り
実

施
で

き
ま

し
た

。
10

0%
自

殺
予

防
週

間
（９

月
）、

自
殺

対
策

月
間

（３
月

）に
あ

わ
せ

た
こ

こ
ろ

の
健

康
に

関
す

る
書

籍
紹

介
や

展
示

、リ
ー

フ
レ

ッ
ト等

の
配

布
を

行
い

ま
す

。

広
報

誌
、ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

通
じ

た
広

報
活

動

自
殺

予
防

週
間

(9
月

)、
自

殺
対

策
月

間
(3

月
)に

あ
わ

せ
、広

報
誌

に
よ

る
こ

こ
ろ

の
健

康
に

関
す

る
啓

発
活

動
を

行
い

ま
す

。
ま

た
、ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

通
し

て
相

談
窓

口
の

周
知

を
図

り
ま

す
。

総
務

課
健

康
長

寿
課

自
殺

予
防

週
間

(9
月

)、
自

殺
対

策
月

間
(3

月
)に

あ
わ

せ
、広

報
誌

に
よ

る
こ

こ
ろ

の
健

康
に

関
す

る
啓

発
活

動
を

行
い

ま
し

た
。ま

た
、ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

通
し

て
相

談
窓

口
の

周
知

を
図

り
ま

し
た

。
計

画
通

り
実

施
で

き
ま

し
た

。
10

0%
自

殺
予

防
週

間
(9

月
)、

自
殺

対
策

月
間

(3
月

)に
あ

わ
せ

、広
報

誌
に

よ
る

こ
こ

ろ
の

健
康

に
関

す
る

啓
発

活
動

を
行

い
ま

す
。ま

た
、ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

通
し

て
相

談
窓

口
の

周
知

を
図

り
ま

す
。

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

お
け

る
総

合
相

談
窓

口
と

し
て

開
設

し
て

い
ま

す
。妊

娠
届

は
全

数
、保

健
師

、助
産

師
に

よ
る

面
接

交
付

。ア
ン

ケ
ー

トで
、不

安
や

悩
み

を
確

認
し

、必
要

で
あ

れ
ば

継
続

的
な

支
援

を
行

っ
て

い
ま

す
。

妊
娠

中
や

出
産

後
は

助
産

師
に

よ
る

電
話

相
談

や
家

庭
訪

問
で

相
談

に
の

り
、マ

タ
ニ

テ
ィー

ブ
ル

ー
や

産
後

う
つ

の
予

防
や

早
期

発
見

に
努

め
ま

す
。ま

た
、特

定
妊

婦
は

み
な

べ
町

子
ど

も
家

庭
支

援
ネ

ッ
トワ

ー
ク

に
情

報
提

供
し

ま
す

。

健
康

長
寿

課
【再

掲
】

妊
娠

届
は

全
数

、保
健

師
、助

産
師

に
よ

る
面

接
交

付
し

、妊
娠

早
期

か
ら

関
わ

り
を

持
て

る
よ

う
に

し
ま

し
た

。ア
ン

ケ
ー

トで
、不

安
や

悩
み

を
確

認
し

、必
要

で
あ

れ
ば

継
続

的
な

支
援

を
お

こ
な

い
ま

し
た

。
妊

娠
中

や
出

産
後

は
助

産
師

に
よ

る
電

話
相

談
や

家
庭

訪
問

で
相

談
に

の
り

、マ
タ

ニ
テ

ィー
ブ

ル
ー

や
産

後
う

つ
の

予
防

や
早

期
発

見
に

取
り

組
み

ま
し

た
。ま

た
、特

定
妊

婦
は

み
な

べ
町

子
ど

も
家

庭
支

援
ネ

ッ
トワ

ー
ク

に
情

報
提

供
し

、連
携

を
図

り
ま

し
た

。

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

お
け

る
総

合
相

談
窓

口
と

し
て

開
設

し
て

い
ま

す
。妊

娠
届

は
全

数
、保

健
師

、助
産

師
に

よ
る

面
接

交
付

。ア
ン

ケ
ー

トで
、不

安
や

悩
み

を
確

認
し

、
必

要
で

あ
れ

ば
継

続
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。
妊

娠
中

や
出

産
後

は
助

産
師

に
よ

る
電

話
相

談
や

家
庭

訪
問

で
相

談
に

の
り

、マ
タ

ニ
テ

ィー
ブ

ル
ー

や
産

後
う

つ
の

予
防

や
早

期
発

見
に

努
め

ま
す

。ま
た

、特
定

妊
婦

は
み

な
べ

町
子

ど
も

家
庭

支
援

ネ
ッ

トワ
ー

ク
に

情
報

提
供

し
ま

す
。

生
き

が
い

施
策

(各
種

介
護

予
防

教
室

、ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

喫
茶

等
)

高
齢

者
が

集
ま

る
場

で
地

域
住

民
同

士
の

交
流

や
お

互
い

の
思

い
や

悩
み

事
な

ど
を

話
す

こ
と

で
、閉

じ
こ

も
り

、う
つ

予
防

に
つ

な
げ

ま
す

。
【高

齢
者

サ
ロ

ン
】3

0年
度

　8
か

所
　　

　　
　　

　　
31

年
度

　1
6か

所
(目

標
値

)

健
康

長
寿

課

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
、通

い
の

場
を

休
止

し
た

時
期

も
あ

っ
た

が
、感

染
状

況
を

見
な

が
ら

再
開

し
た

り
、人

数
の

多
い

場
所

は
参

加
者

を
2日

に
分

け
て

分
散

す
る

な
ど

、感
染

予
防

に
努

め
て

実
施

し
ま

し
た

。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

拡
大

の
為

、サ
ロ

ン
活

動
が

で
き

な
い

時
期

も
あ

っ
た

が
、生

活
支

援
コ

ー
デ

ィネ
ー

タ
ー

と
後

方
支

援
や

再
開

支
援

を
行

い
ま

し
た

。新
規

サ
ロ

ン
の

立
ち

上
げ

支
援

に
も

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
ま

し
た

。

10
0%

高
齢

者
が

集
ま

る
場

で
地

域
住

民
同

士
の

交
流

や
お

互
い

の
思

い
や

悩
み

事
な

ど
を

話
す

こ
と

で
、閉

じ
こ

も
り

、う
つ

予
防

に
つ

な
げ

ま
す

。

図
書

館
の

運
営

自
殺

予
防

週
間

（９
月

）、
自

殺
対

策
月

間
（３

月
）に

あ
わ

せ
た

こ
こ

ろ
の

健
康

に
関

す
る

書
籍

紹
介

や
展

示
、リ

ー
フ

レ
ッ

ト等
の

配
布

を
行

い
ま

す
。

健
康

長
寿

課
教

育
学

習
課

【再
掲

】
自

殺
予

防
週

間
(9

月
)で

の
パ

ン
フ

レ
ッ

トや
リ

ー
フ

レ
ッ

トの
設

置
、自

殺
対

策
月

間
(3

月
)で

の
こ

こ
ろ

の
健

康
に

関
す

る
書

籍
紹

介
や

展
示

、リ
ー

フ
レ

ッ
ト等

の
配

布
を

行
い

ま
し

た
。

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

自
殺

予
防

週
間

（９
月

）、
自

殺
対

策
月

間
（３

月
）に

あ
わ

せ
た

こ
こ

ろ
の

健
康

に
関

す
る

書
籍

紹
介

や
展

示
、リ

ー
フ

レ
ッ

ト等
の

配
布

を
行

い
ま

す
。

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

子
育

て
世

代
の

親
と

子
ど

も
が

気
軽

に
集

い
、相

互
交

流
を

図
る

場
を

提
供

し
ま

す
。子

育
て

の
相

談
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、子
育

て
に

係
る

各
種

情
報

提
供

や
子

育
て

サ
ー

ク
ル

の
育

成
、支

援
に

努
め

ま
す

。

教
育

学
習

課
令

和
２年

３月
よ

り
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
感

染
拡

大
に

よ
り

、催
し

を
中

止
し

た
り

人
数

制
限

を
設

け
て

の
事

業
実

施
と

な
り

ま
し

た
。

計
画

通
り

に
事

業
を

実
施

で
き

ず
、目

標
と

し
て

い
た

十
分

な
支

援
に

つ
な

げ
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

で
し

た
。

50
%

子
育

て
世

代
の

親
と

子
ど

も
が

気
軽

に
集

い
、相

互
交

流
を

図
る

場
を

提
供

し
ま

す
。子

育
て

の
相

談
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、子
育

て
に

係
る

各
種

情
報

提
供

や
子

育
て

サ
ー

ク
ル

の
育

成
、支

援
に

努
め

ま
す

。

社
会

教
育

関
係

団
体

へ
の

参
加

様
々

な
ボ

ラ
ン

テ
ィア

活
動

を
通

し
て

、居
場

所
づ

くり
や

生
き

が
い

づ
くり

に
つ

な
げ

ま
す

。
教

育
学

習
課

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
事

業
が

実
施

出
来

な
い

時
期

も
あ

っ
た

が
、令

和
４年

度
以

降
は

一
部

の
事

業
を

除
き

計
画

通
り

実
施

す
る

こ
と

が
出

来
ま

し
た

。

計
画

通
り

に
事

業
を

実
施

出
来

な
か

っ
た

時
期

も
あ

っ
た

が
、概

ね
居

場
所

づ
くり

や
生

き
が

い
づ

く
り

に
つ

な
げ

る
事

が
出

来
ま

し
た

。
70

%
様

々
な

ボ
ラ

ン
テ

ィア
活

動
を

通
し

て
、居

場
所

づ
くり

や
生

き
が

い
づ

くり
に

つ
な

げ
ま

す
。

み
な

べ
町

文
化

協
会

へ
の

参
加

公
民

館
等

を
拠

点
と

し
て

、サ
ー

ク
ル

同
士

が
相

互
に

交
流

を
深

め
、地

域
で

の
仲

間
づ

くり
を

促
進

し
て

い
き

ま
す

。
教

育
学

習
課

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
事

業
が

実
施

出
来

な
い

時
期

も
あ

っ
た

が
、令

和
４年

度
以

降
は

一
部

の
事

業
を

除
き

計
画

通
り

実
施

す
る

こ
と

が
出

来
ま

し
た

。

コ
ロ

ナ
禍

の
対

応
に

追
わ

れ
な

が
ら

も
、梅

の
里

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ
や

体
育

協
会

な
ど

の
団

体
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

、様
々

な
ス

ポ
ー

ツ
活

動
の

機
会

を
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

ま
し

た
。

70
%

公
民

館
等

を
拠

点
と

し
て

、サ
ー

ク
ル

同
士

が
相

互
に

交
流

を
深

め
、地

域
で

の
仲

間
づ

くり
を

促
進

し
て

い
き

ま
す

。

社
会

体
育

活
動

へ
の

参
加

様
々

な
ス

ポ
ー

ツ
活

動
を

と
お

し
て

、健
康

づ
くり

や
仲

間
づ

くり
に

つ
な

げ
ま

す
。

教
育

学
習

課
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

た
め

事
業

が
実

施
出

来
な

い
時

期
も

あ
っ

た
が

、令
和

４年
度

以
降

は
一

部
の

事
業

を
除

き
計

画
通

り
実

施
す

る
こ

と
が

出
来

ま
し

た
。

コ
ロ

ナ
禍

の
対

応
に

追
わ

れ
な

が
ら

も
、梅

の
里

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ
や

体
育

協
会

な
ど

の
団

体
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

、様
々

な
ス

ポ
ー

ツ
活

動
の

機
会

を
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

ま
し

た
。

70
%

様
々

な
ス

ポ
ー

ツ
活

動
を

と
お

し
て

、健
康

づ
くり

や
仲

間
づ

くり
に

つ
な

げ
ま

す
。

公
園

・児
童

遊
園

等
の

管
理

及
び

設
置

に
関

す
る

事
務

町
民

が
利

用
し

や
す

い
だ

け
で

な
く、

町
民

が
集

え
る

場
所

と
し

て
の

機
能

を
果

た
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、現
状

維
持

に
努

め
ま

す
。

建
設

課
必

要
に

応
じ

て
遊

具
の

点
検

及
び

修
繕

を
行

い
、各

公
園

、年
間

を
通

じ
て

植
栽

管
理

、清
掃

業
務

を
実

施
し

、現
状

維
持

に
努

め
ま

し
た

。
計

画
通

り
実

施
で

き
ま

し
た

。
10

0%
町

民
が

利
用

し
や

す
い

だ
け

で
な

く、
町

民
が

集
え

る
場

所
と

し
て

の
機

能
を

果
た

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、現

状
維

持
に

努
め

ま
す

。

基
本

施
策

３
　住

民
へ

の
啓

発
と

周
知

基
本

施
策

４
　生

き
る

こ
と

の
促

進
要

因
へ

の
支

援
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 項
目

実
施

内
容

担
当

課
再

掲
令

和
１～

４年
度

実
施

状
況

令
和

１～
４年

度
　実

施
状

況
に

関
す

る
担

当
課

の
評

価
達

成
度

（％
）

令
和

６年
度

～
の

実
施

計
画

人
権

啓
発

事
務

人
権

啓
発

の
映

画
上

映
、プ

ラン
ター

の
花

植
え

、標
語

の
募

集
等

を実
施

して
い

ま
す

。
幅

広
い

世
代

を対
象

とし
た

講
演

会
等

を実
施

して
い

き
ま

す
。

総
務

課
教

育
学

習
課

人
権

啓
発

の
映

画
上

映
、プ

ラン
ター

の
花

植
え

、標
語

の
募

集
を

実
施

しま
した

。人
権

啓
発

の
映

画
上

映
の

み
、新

型
コロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
令

和
２～

３年
度

ま
で

実
施

出
来

ま
せ

ん
で

し
た

。

新
型

コロ
ナ

ウ
イル

ス
感

染
症

の
た

め
一

定
期

間
に

わ
た

り未
実

施
だ

った
事

業
もあ

る
が

、他
の

事
業

に
関

して
は

計
画

通
り実

施
で

き
ま

した
。

80
%

人
権

啓
発

の
映

画
上

映
、プ

ラン
ター

の
花

植
え

、標
語

の
募

集
等

を実
施

して
い

ま
す

。
幅

広
い

世
代

を対
象

とし
た

講
演

会
等

を実
施

して
い

き
ま

す
。

思
春

期
保

健
福

祉
体

験
学

習

町
内

全
て

の
中

学
3年

生
（一

部
2年

生
）を

対
象

に
、乳

幼
児

健
診

で
の

赤
ち

ゃ
ん

抱
っこ

体
験

を実
施

して
い

ま
す

。保
健

師
に

よ
る

事
前

学
習

や
体

験
学

習
で

、命
が

大
切

に
され

て
い

る
こと

を実
感

し、
自

分
も大

切
に

され
て

き
た

事
を知

る
こと

を目
的

に
実

施
して

い
き

ま
す

。

健
康

長
寿

課
教

育
学

習
課

【再
掲

】
新

型
コロ

ナ
ウ

イル
ス

感
染

症
の

た
め

令
和

４年
度

か
ら、

乳
幼

児
健

診
で

の
赤

ち
ゃ

ん
抱

っこ
体

験
を辞

め
、各

校
で

の
講

義
形

式
と

して
実

施
を継

続
しま

した
。

実
施

方
法

は
変

更
した

が
、事

業
自

体
は

計
画

通
り実

施
で

き
ま

した
。

10
0%

町
内

全
て

の
中

学
3年

生
（一

部
2年

生
）を

対
象

に
、赤

ち
ゃ

ん
人

形
に

よ
る

抱
っこ

体
験

を実
施

して
い

ま
す

。保
健

師
に

よ
る

事
前

学
習

や
体

験
学

習
で

、命
が

大
切

に
され

て
い

る
こと

を実
感

し、
自

分
も大

切
に

され
て

き
た

事
を知

る
こと

を目
的

に
実

施
して

い
き

ま
す

。

SO
Sの

出
し方

教
育

児
童

生
徒

が
い

の
ち

の
大

切
さを

実
感

で
き

る
教

育
だ

け
で

な
く、

生
活

上
の

困
難

、ス
トレ

ス
に

直
面

した
時

の
対

処
方

法
や

SO
Sの

出
し方

を学
ぶ

た
め

の
教

育
推

進
に

努
め

ま
す

。
教

育
学

習
課

い
じめ

ア
ン

ケ
ー

トや
生

活
ア

ン
ケ

ー
ト、

個
人

面
談

等
を行

った
り、

児
童

生
徒

の
主

体
性

に
働

き
か

け
る

生
徒

指
導

等
を行

い
ま

し
た

。

ア
ン

ケ
ー

トや
面

談
等

は
定

期
的

に
実

施
で

き
、

ま
た

子
ども

の
気

持
ち

に
寄

り添
い

な
が

らの
指

導
も行

うこ
とが

で
き

ま
した

。し
か

し、
依

然
とし

て
子

ども
た

ち
自

身
の

問
題

（ト
ラブ

ル
）解

決
能

力
に

は
課

題
が

残
って

い
ま

す
。

60
%

児
童

生
徒

が
い

の
ち

の
大

切
さを

実
感

で
き

る
教

育
だ

け
で

な
く、

生
活

上
の

困
難

、ス
トレ

ス
に

直
面

した
時

の
対

処
方

法
や

SO
Sの

出
し方

を学
ぶ

た
め

の
教

育
推

進
に

努
め

ま
す

。

ス
クー

ル
ソー

シ
ャル

ワ
ー

カー
 活

用
事

業
さま

ざま
な

課
題

を抱
え

た
児

童
生

徒
自

身
、及

び
そ

の
保

護
者

等
の

パ
イプ

役
とし

て
活

動
して

い
き

ま
す

。
教

育
学

習
課

小
学

校
、中

学
校

とも
に

ス
クー

ル
ソー

シ
ャル

ワ
ー

カー
等

を配
置

し、
児

童
生

徒
や

保
護

者
の

パ
イプ

役
とし

て
活

動
しま

した
。

学
校

や
福

祉
、児

童
相

談
所

等
の

関
係

機
関

とも
連

携
しな

が
ら、

家
庭

教
育

支
援

を充
実

させ
る

こ
とが

で
き

ま
した

。
80

%
さま

ざま
な

課
題

を抱
え

た
児

童
生

徒
自

身
、及

び
そ

の
保

護
者

等
の

パ
イプ

役
とし

て
活

動
して

い
き

ま
す

。

ス
クー

ル
カウ

ン
セ

ラー
活

用
事

業
さま

ざま
な

課
題

を抱
え

た
児

童
生

徒
自

身
、及

び
そ

の
保

護
者

等
の

相
談

に
の

って
い

き
ま

す
。

教
育

学
習

課
小

学
校

、中
学

校
とも

に
ス

クー
ル

カウ
ン

セ
ラー

等
を配

置
し、

児
童

生
徒

や
保

護
者

、教
職

員
の

相
談

役
とし

て
活

動
した

。
相

談
業

務
に

加
え

、ケ
ー

ス
会

議
で

の
助

言
も行

うこ
とが

で
き

ま
した

。
80

%
さま

ざま
な

課
題

を抱
え

た
児

童
生

徒
自

身
、及

び
そ

の
保

護
者

等
の

相
談

に
の

って
い

き
ま

す
。

基
本

施
策

５　
児

童
生

徒
の

SO
Sの

出
し方

に
関

す
る

教
育
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項
目

実
施

内
容

担
当

課
再

掲
令

和
１

～
４

年
度

実
施

状
況

令
和

１
～

４
年

度
　

実
施

状
況

に
関

す
る

担
当

課
の

評
価

達
成

度
（％

）
令

和
６

年
度

～
の

実
施

計
画

重
点

施
策

１
　高

齢
者

の
健

康
・社

会
参

加
に

関
す

る
こ

と
等

の
支

援

認
知

症
キ

ャ
ラ

バ
ン

メ
イ

ト
活

動

認
知

症
キ

ャ
ラ

バ
ン

メ
イ

ト
連

絡
会

な
ど

の
学

習
活

動
を

通
じ

て
、

認
知

症
高

齢
者

へ
の

対
応

能
力

を
向

上
す

る
こ

と
で

、
支

援
対

象
の

高
齢

者
の

抱
え

る
問

題
や

心
理

面
の

異
変

を
早

期
発

見
し

、
早

期
対

応
に

つ
な

げ
て

い
き

ま
す

。
【認

知
症

キ
ャ

ラ
バ

ン
メ

イ
ト

連
絡

会
】２

回
/年

実
施

健
康

長
寿

課
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

た
め

開
催

で
き

な
い

期
間

も
あ

っ
た

が
、

令
和

4年
度

か
ら

は
、

年
間

１
回

開
催

で
き

ま
し

た
。

ま
た

令
和

4年
度

は
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

研
修

を
開

催
し

ま
し

た
。

キ
ャ

ラ
バ

ン
メ

イ
ト

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

研
修

を
す

る
こ

と
で

、
キ

ャ
ラ

バ
ン

メ
イ

ト
の

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

に
繋

げ
ら

れ
て

い
ま

す
。

ま
た

キ
ャ

ラ
バ

ン
メ

イ
ト

に
認

知
症

カ
フ

ェ
や

サ
ポ

ー
タ

ー
養

成
講

座
の

協
力

を
得

て
お

り
、

今
後

の
キ

ャ
ラ

バ
ン

メ
イ

ト
の

活
躍

も
期

待
で

き
ま

す
。

10
0%

認
知

症
キ

ャ
ラ

バ
ン

メ
イ

ト
連

絡
会

な
ど

の
学

習
活

動
を

通
じ

て
、

認
知

症
高

齢
者

へ
の

対
応

能
力

を
向

上
す

る
こ

と
で

、
支

援
対

象
の

高
齢

者
の

抱
え

る
問

題
や

心
理

面
の

異
変

を
早

期
発

見
し

、
早

期
対

応
に

つ
な

げ
て

い
き

ま
す

。
【認

知
症

キ
ャ

ラ
バ

ン
メ

イ
ト

連
絡

会
】２

回
/年

実
施

認
知

症
初

期
集

中
支

援
チ

ー
ム

平
成

30
年

4月
設

置
。

支
援

対
象

の
高

齢
者

の
抱

え
る

問
題

に
対

し
、

サ
ポ

ー
ト

医
を

含
む

初
期

集
中

支
援

チ
ー

ム
で

適
切

な
機

関
へ

と
つ

な
ぐ

な
ど

の
対

応
が

出
来

る
体

制
を

取
っ

て
い

き
ま

す
。

健
康

長
寿

課
認

知
症

の
相

談
は

年
間

約
20

件
程

度
あ

り
ま

す
。

認
知

症
初

期
集

中
支

援
チ

ー
ム

で
の

対
応

は
、

年
間

１
件

程
度

に
と

ど
ま

っ
て

い
ま

す
。

ケ
ア

マ
ネ

支
援

で
医

療
介

護
に

繋
げ

ら
れ

て
い

る
ケ

ー
ス

が
多

数
あ

り
ま

す
。

認
知

症
の

相
談

は
年

間
約

20
件

程
度

だ
が

、
認

知
症

初
期

集
中

支
援

チ
ー

ム
に

繋
げ

る
に

至
ら

ず
、

包
括

や
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

で
の

対
応

で
医

療
や

介
護

に
繋

げ
ら

れ
て

い
る

ケ
ー

ス
が

多
数

あ
り

ま
す

。

80
%

平
成

30
年

4月
設

置
。

支
援

対
象

の
高

齢
者

の
抱

え
る

問
題

に
対

し
、

サ
ポ

ー
ト

医
を

含
む

初
期

集
中

支
援

チ
ー

ム
で

適
切

な
機

関
へ

と
つ

な
ぐ

な
ど

の
対

応
が

出
来

る
体

制
を

取
っ

て
い

き
ま

す
。

認
知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

養
成

講
座

地
域

住
民

に
認

知
症

に
関

す
る

知
識

の
普

及
、

地
域

で
の

見
守

り
、

高
齢

者
の

様
子

の
変

化
に

気
づ

く力
を

高
め

て
い

くこ
と

に
よ

り
、

地
域

で
の

支
援

役
と

な
る

担
い

手
を

拡
充

し
て

い
き

ま
す

。
【認

知
症

サ
ポ

ー
タ

ー
養

成
講

座
】５

回
/年

実
施

健
康

長
寿

課
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

た
め

開
催

で
き

な
い

期
間

も
あ

っ
た

が
、

令
和

4年
度

か
ら

は
、

年
間

３
～

４
回

開
催

で
き

ま
し

た
。

令
和

5年
度

は
小

学
生

も
対

象
に

開
催

す
る

こ
と

が
で

き
ま

し
た

。
地

域
住

民
に

認
知

症
に

関
す

る
知

識
の

普
及

、
認

知
症

に
な

っ
て

も
地

域
の

支
え

が
あ

れ
ば

そ
の

人
ら

し
く地

域
で

過
ご

せ
る

こ
と

を
情

報
発

信
す

る
こ

と
が

で
き

ま
し

た
。

80
%

地
域

住
民

に
認

知
症

に
関

す
る

知
識

の
普

及
、

地
域

で
の

見
守

り
、

高
齢

者
の

様
子

の
変

化
に

気
づ

く力
を

高
め

て
い

くこ
と

に
よ

り
、

地
域

で
の

支
援

役
と

な
る

担
い

手
を

拡
充

し
て

い
き

ま
す

。
【認

知
症

サ
ポ

ー
タ

ー
養

成
講

座
】５

回
/年

実
施

認
知

症
地

域
支

援
・ケ

ア
向

上
事

業
認

知
症

カ
フ

ェ
を

開
催

し
、

認
知

症
キ

ャ
ラ

バ
ン

メ
イ

ト
が

住
民

の
相

談
に

の
り

、
対

応
方

法
な

ど
の

情
報

提
供

を
行

っ
て

い
き

ま
す

。
健

康
長

寿
課

認
知

症
地

域
支

援
推

進
員

、
認

知
症

当
事

者
と

連
携

を
図

り
、

認
知

症
施

策
（認

知
症

カ
フ

ェ
・認

知
症

の
相

談
対

応
な

ど
）に

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
ま

し
た

。

認
知

症
に

関
す

る
知

識
を

普
及

し
た

こ
と

で
、

認
知

症
の

人
も

認
知

症
で

な
い

人
も

共
に

支
え

合
え

る
よ

う
努

め
る

こ
と

が
で

き
ま

し
た

。
10

0%
認

知
症

カ
フ

ェ
を

開
催

し
、

認
知

症
キ

ャ
ラ

バ
ン

メ
イ

ト
が

住
民

の
相

談
に

の
り

、
対

応
方

法
な

ど
の

情
報

提
供

を
行

っ
て

い
き

ま
す

。

認
知

症
カ

フ
ェ

（お
れ

ん
じ

の
日

）

認
知

症
高

齢
者

や
そ

の
家

族
、

介
護

従
事

者
が

悩
み

を
共

有
し

、
情

報
交

換
を

行
っ

た
り

で
き

る
場

を
設

け
る

こ
と

で
、

支
援

者
相

互
の

支
え

合
い

を
推

進
し

て
い

き
ま

す
。

【認
知

症
カ

フ
ェ

】1
4回

/年
実

施
健

康
長

寿
課

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
開

催
で

き
な

い
期

間
も

あ
っ

た
が

、
月

１
回

の
頻

度
で

開
催

で
き

ま
し

た
。

当
初

は
出

張
カ

フ
ェ

等
も

実
施

し
て

い
た

が
、

現
在

は
月

１
回

毎
月

１
０

日
前

後
の

開
催

で
定

着
し

て
お

り
、

概
ね

計
画

通
り

に
開

催
す

る
こ

と
が

で
き

ま
し

た
。

10
0%

実
施

回
数

12
回

/年
実

施
し

ま
す

。

高
齢

者
虐

待
へ

の
対

応

高
齢

者
虐

待
の

相
談

に
対

し
、

迅
速

な
事

実
確

認
の

う
え

、
緊

急
性

を
判

断
し

、
高

齢
者

の
保

護
、

虐
待

者
へ

の
支

援
を

行
い

ま
す

。
必

要
に

応
じ

て
警

察
と

の
連

携
を

は
か

り
、

迅
速

に
対

応
し

、
被

害
を

最
小

限
に

抑
え

虐
待

に
至

る
原

因
を

把
握

し
、

状
況

の
改

善
・保

護
に

努
め

、
本

人
の

精
神

面
の

安
定

を
図

り
、

自
殺

対
策

に
つ

な
げ

て
い

き
ま

す
。

健
康

長
寿

課

高
齢

者
虐

待
の

通
報

が
あ

っ
た

際
に

は
、

速
や

か
に

課
内

共
有

を
行

い
関

係
機

関
と

の
連

携
の

元
、

高
齢

者
の

保
護

及
び

虐
待

者
へ

の
支

援
を

実
施

し
ま

し
た

。
処

遇
困

難
事

例
に

つ
い

て
は

県
の

専
門

職
相

談
に

て
助

言
を

得
て

対
応

し
ま

し
た

。
虐

待
の

広
報

を
行

い
住

民
や

関
係

機
関

に
早

期
発

見
の

呼
び

か
け

を
行

い
ま

し
た

。

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

高
齢

者
虐

待
の

相
談

に
対

し
、

迅
速

な
事

実
確

認
の

う
え

、
緊

急
性

を
判

断
し

、
高

齢
者

の
保

護
、

虐
待

者
へ

の
支

援
を

行
い

ま
す

。
必

要
に

応
じ

て
警

察
と

の
連

携
を

は
か

り
、

迅
速

に
対

応
し

、
被

害
を

最
小

限
に

抑
え

虐
待

に
至

る
原

因
を

把
握

し
、

状
況

の
改

善
・保

護
に

努
め

、
本

人
の

精
神

面
の

安
定

を
図

り
、

自
殺

対
策

に
つ

な
げ

て
い

き
ま

す
。

生
き

が
い

施
策

(各
種

介
護

予
防

教
室

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
喫

茶
等

)

高
齢

者
が

集
ま

る
場

で
地

域
住

民
同

士
の

交
流

や
お

互
い

の
思

い
や

悩
み

事
な

ど
を

話
す

こ
と

で
、

閉
じ

こ
も

り
、

う
つ

予
防

に
つ

な
げ

ま
す

。
【高

齢
者

サ
ロ

ン
】3

0年
度

　
8か

所
　

　
　

　
　

　
　

　
31

年
度

　
16

か
所

(目
標

値
)

健
康

長
寿

課
【再

掲
】

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
、

通
い

の
場

を
休

止
し

た
時

期
も

あ
っ

た
が

、
感

染
状

況
を

見
な

が
ら

再
開

し
た

り
、

人
数

の
多

い
場

所
は

参
加

者
を

2日
に

分
け

て
分

散
す

る
な

ど
、

感
染

予
防

に
努

め
て

実
施

し
ま

し
た

。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

拡
大

の
為

、
サ

ロ
ン

活
動

が
で

き
な

い
時

期
も

あ
っ

た
が

、
生

活
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
と

後
方

支
援

や
再

開
支

援
を

行
い

ま
し

た
。

新
規

サ
ロ

ン
の

立
ち

上
げ

支
援

に
も

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
ま

し
た

。

10
0%

高
齢

者
が

集
ま

る
場

で
地

域
住

民
同

士
の

交
流

や
お

互
い

の
思

い
や

悩
み

事
な

ど
を

話
す

こ
と

で
、

閉
じ

こ
も

り
、

う
つ

予
防

に
つ

な
げ

ま
す

。

シ
ル

バ
ー

人
材

セ
ン

タ
ー

の
運

営

就
労

は
収

入
を

生
み

経
済

面
を

豊
か

に
す

る
だ

け
で

な
く、

役
割

を
も

ち
、

他
者

と
の

関
わ

り
を

生
む

こ
と

で
精

神
面

の
安

定
や

状
態

の
変

化
を

確
認

で
き

る
機

会
と

し
て

自
殺

対
策

に
つ

な
げ

て
い

き
ま

す
。

健
康

長
寿

課
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
や

温
泉

施
設

の
日

常
清

掃
業

務
、

高
齢

者
サ

ロ
ン

の
運

営
等

を
委

託
し

ま
し

た
。

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

人
員

不
足

の
た

め
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
の

日
常

清
掃

業
務

は
委

託
で

き
な

い
が

、
そ

れ
以

外
は

継
続

し
ま

す
。

重
点

施
策

２
　 

生
活

困
窮

者
介

護
保

険
料

（第
1号

被
保

険
者

）
の

賦
課

・徴
収

に
関

す
る

事
務

健
康

長
寿

課
介

護
保

険
料

に
滞

納
が

あ
る

場
合

、
滞

納
額

や
滞

納
状

況
に

応
じ

て
分

納
等

対
応

を
図

り
ま

し
た

。
計

画
通

り
実

施
で

き
ま

し
た

。
10

0%

短
期

保
険

証
・資

格
証

発
行

に
関

す
る

事
務

住
民

福
祉

課
国

保
税

に
滞

納
が

あ
る

場
合

、
滞

納
額

や
納

税
状

況
に

応
じ

て
、

短
期

保
険

証
・資

格
証

発
行

を
行

い
ま

し
た

。
計

画
通

り
実

施
で

き
ま

し
た

。
10

0%

町
税

・国
保

税
の

徴
収

及
び

滞
納

整
理

税
務

課

町
税

に
お

け
る

住
民

の
納

税
相

談
時

、
生

活
面

等
で

深
刻

な
問

題
を

抱
え

て
い

る
な

ど
困

難
な

状
況

で
あ

る
と

判
明

し
た

場
合

は
、

分
納

や
猶

予
の

制
度

を
案

内
し

、
必

要
に

応
じ

て
他

機
関

に
も

案
内

を
行

い
ま

し
た

。

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

上
下

水
道

使
用

料
徴

収
生

活
環

境
課

生
活

困
窮

を
理

由
に

上
下

水
道

料
金

の
延

長
、

分
割

納
付

を
希

望
さ

れ
る

方
に

対
し

、
特

に
深

刻
な

問
題

を
抱

え
て

い
る

と
思

わ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
、

住
民

福
祉

課
や

健
康

長
寿

課
と

連
携

を
と

り
対

応
に

努
め

ま
し

た
。

水
道

の
職

員
の

み
で

は
問

題
を

解
決

で
き

な
い

。
関

係
部

署
と

の
連

携
を

取
り

支
援

の
体

制
に

繋
げ

る
よ

う
に

努
め

ま
し

た
。

10
0%

各
種

納
付

相
談

介
護

保
険

料
や

国
保

税
、

水
道

料
金

等
を

期
限

ま
で

に
支

払
え

な
い

住
民

は
、

生
活

面
で

深
刻

な
問

題
を

抱
え

て
い

た
り

困
難

な
状

況
に

あ
る

可
能

性
が

あ
る

た
め

、
そ

う
し

た
相

談
を

受
け

た
際

は
、

必
要

に
応

じ
て

様
々

な
支

援
に

つ
な

げ
ら

れ
る

体
制

づ
く

り
に

努
め

ま
す

。

各
種

納
付

相
談

介
護

保
険

料
や

国
保

税
、

水
道

料
金

等
を

期
限

ま
で

に
支

払
え

な
い

住
民

は
、

生
活

面
で

深
刻

な
問

題
を

抱
え

て
い

た
り

困
難

な
状

況
に

あ
る

可
能

性
が

あ
る

た
め

、
そ

う
し

た
相

談
を

受
け

た
際

は
、

必
要

に
応

じ
て

様
々

な
支

援
に

つ
な

げ
ら

れ
る

体
制

づ
くり

に
努

め
ま

す
。
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項
目

実
施

内
容

担
当

課
再

掲
令

和
１

～
４

年
度

実
施

状
況

令
和

１
～

４
年

度
　

実
施

状
況

に
関

す
る

担
当

課
の

評
価

達
成

度
（％

）
令

和
６

年
度

～
の

実
施

計
画

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

お
け

る
総

合
相

談
窓

口
と

し
て

開
設

し
て

い
ま

す
。

妊
娠

届
は

全
数

、
保

健
師

、
助

産
師

に
よ

る
面

接
交

付
。

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
不

安
や

悩
み

を
確

認
し

、
必

要
で

あ
れ

ば
継

続
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。
妊

娠
中

や
出

産
後

は
助

産
師

に
よ

る
電

話
相

談
や

家
庭

訪
問

で
相

談
に

の
り

、
マ

タ
ニ

テ
ィ

ー
ブ

ル
ー

や
産

後
う

つ
の

予
防

や
早

期
発

見
に

努
め

ま
す

。
ま

た
、

特
定

妊
婦

は
み

な
べ

町
子

ど
も

家
庭

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
情

報
提

供
し

ま
す

。

健
康

長
寿

課
【再

掲
】

妊
娠

届
は

全
数

、
保

健
師

、
助

産
師

に
よ

る
面

接
交

付
し

、
妊

娠
早

期
か

ら
関

わ
り

を
持

て
る

よ
う

に
し

ま
し

た
。

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
不

安
や

悩
み

を
確

認
し

、
必

要
で

あ
れ

ば
継

続
的

な
支

援
を

お
こ

な
い

ま
し

た
。

妊
娠

中
や

出
産

後
は

助
産

師
に

よ
る

電
話

相
談

や
家

庭
訪

問
で

相
談

に
の

り
、

マ
タ

ニ
テ

ィ
ー

ブ
ル

ー
や

産
後

う
つ

の
予

防
や

早
期

発
見

に
取

り
組

み
ま

し
た

。
ま

た
、

特
定

妊
婦

は
み

な
べ

町
子

ど
も

家
庭

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
情

報
提

供
し

、
連

携
を

図
り

ま
し

た
。

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

お
け

る
総

合
相

談
窓

口
と

し
て

開
設

し
て

い
ま

す
。

妊
娠

届
は

全
数

、
保

健
師

、
助

産
師

に
よ

る
面

接
交

付
。

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
不

安
や

悩
み

を
確

認
し

、
必

要
で

あ
れ

ば
継

続
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。
妊

娠
中

や
出

産
後

は
助

産
師

に
よ

る
電

話
相

談
や

家
庭

訪
問

で
相

談
に

の
り

、
マ

タ
ニ

テ
ィ

ー
ブ

ル
ー

や
産

後
う

つ
の

予
防

や
早

期
発

見
に

努
め

ま
す

。
ま

た
、

特
定

妊
婦

は
み

な
べ

町
子

ど
も

家
庭

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
情

報
提

供
し

ま
す

。

生
活

困
窮

に
関

す
る

相
談

高
齢

者
相

談
窓

口
で

生
活

困
窮

の
相

談
が

寄
せ

ら
れ

た
場

合
は

、
生

活
全

般
に

お
い

て
深

刻
な

問
題

を
抱

え
て

い
る

可
能

性
が

高
い

た
め

、
相

談
者

や
そ

の
家

族
が

抱
え

る
問

題
を

具
体

的
に

把
握

し
、

必
要

に
応

じ
て

担
当

課
、

も
し

く
は

適
切

な
支

援
先

に
つ

な
げ

て
い

き
ま

す
。

健
康

長
寿

課
住

民
福

祉
課

田
辺

保
健

所
の

相
談

員
に

よ
る

生
活

お
困

り
相

談
は

毎
月

第
４

火
曜

日
に

実
施

さ
れ

て
い

る
た

め
、

広
報

に
毎

月
掲

載
し

ま
し

た
。

生
活

保
護

に
つ

い
て

は
、

随
時

Ｃ
Ｗ

と
相

談
を

受
付

け
て

い
ま

す
。

保
健

所
他

各
課

や
民

生
委

員
等

と
連

携
を

も
ち

な
が

ら
、

希
望

者
に

は
早

期
の

相
談

に
応

じ
ら

れ
る

よ
う

対
応

し
て

い
ま

す
。

10
0%

高
齢

者
相

談
窓

口
で

生
活

困
窮

の
相

談
が

寄
せ

ら
れ

た
場

合
は

、
生

活
全

般
に

お
い

て
深

刻
な

問
題

を
抱

え
て

い
る

可
能

性
が

高
い

た
め

、
相

談
者

や
そ

の
家

族
が

抱
え

る
問

題
を

具
体

的
に

把
握

し
、

必
要

に
応

じ
て

担
当

課
、

も
し

く
は

適
切

な
支

援
先

に
つ

な
げ

て
い

き
ま

す
。

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

子
育

て
世

代
の

親
と

子
ど

も
が

気
軽

に
集

い
、

相
互

交
流

を
図

る
場

を
提

供
し

ま
す

。
子

育
て

の
相

談
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、
子

育
て

に
係

る
各

種
情

報
提

供
や

子
育

て
サ

ー
ク

ル
の

育
成

、
支

援
に

努
め

ま
す

。

教
育

学
習

課
【再

掲
】

令
和

２
年

３
月

よ
り

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

感
染

拡
大

に
よ

り
、

催
し

を
中

止
し

た
り

人
数

制
限

を
設

け
て

の
事

業
実

施
と

な
り

ま
し

た
。

計
画

通
り

に
事

業
を

実
施

で
き

ず
、

目
標

と
し

て
い

た
十

分
な

支
援

に
つ

な
げ

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
で

し
た

。
50

%
子

育
て

世
代

の
親

と
子

ど
も

が
気

軽
に

集
い

、
相

互
交

流
を

図
る

場
を

提
供

し
ま

す
。

子
育

て
の

相
談

支
援

を
行

う
と

と
も

に
、

子
育

て
に

係
る

各
種

情
報

提
供

や
子

育
て

サ
ー

ク
ル

の
育

成
、

支
援

に
努

め
ま

す
。

重
点

施
策

３
　

子
ど

も
・若

者

人
権

啓
発

事
務

人
権

啓
発

の
映

画
上

映
、

プ
ラ

ン
タ

ー
の

花
植

え
、

標
語

の
募

集
等

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
幅

広
い

世
代

を
対

象
と

し
た

講
演

会
等

を
実

施
し

て
い

き
ま

す
。

総
務

課
教

育
学

習
課

人
権

啓
発

の
映

画
上

映
、

プ
ラ

ン
タ

ー
の

花
植

え
、

標
語

の
募

集
を

実
施

し
ま

し
た

。
人

権
啓

発
の

映
画

上
映

の
み

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

た
め

令
和

２
～

３
年

度
ま

で
実

施
出

来
ま

せ
ん

で
し

た
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
た

め
一

定
期

間
に

わ
た

り
未

実
施

だ
っ

た
事

業
も

あ
る

が
、

他
の

事
業

に
関

し
て

は
計

画
通

り
実

施
で

き
ま

し
た

。
80

%

人
権

啓
発

の
映

画
上

映
、

プ
ラ

ン
タ

ー
の

花
植

え
、

標
語

の
募

集
等

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
幅

広
い

世
代

を
対

象
と

し
た

講
演

会
等

を
実

施
し

て
い

き
ま

す
。

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

お
け

る
総

合
相

談
窓

口
と

し
て

開
設

し
て

い
ま

す
。

妊
娠

届
は

全
数

、
保

健
師

、
助

産
師

に
よ

る
面

接
交

付
。

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
不

安
や

悩
み

を
確

認
し

、
必

要
で

あ
れ

ば
継

続
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。
妊

娠
中

や
出

産
後

は
助

産
師

に
よ

る
電

話
相

談
や

家
庭

訪
問

で
相

談
に

の
り

、
マ

タ
ニ

テ
ィ

ー
ブ

ル
ー

や
産

後
う

つ
の

予
防

や
早

期
発

見
に

努
め

ま
す

。
ま

た
、

特
定

妊
婦

は
み

な
べ

町
子

ど
も

家
庭

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
情

報
提

供
し

ま
す

。

健
康

長
寿

課
【再

掲
】

妊
娠

届
は

全
数

、
保

健
師

、
助

産
師

に
よ

る
面

接
交

付
し

、
妊

娠
早

期
か

ら
関

わ
り

を
持

て
る

よ
う

に
し

ま
し

た
。

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
不

安
や

悩
み

を
確

認
し

、
必

要
で

あ
れ

ば
継

続
的

な
支

援
を

お
こ

な
い

ま
し

た
。

妊
娠

中
や

出
産

後
は

助
産

師
に

よ
る

電
話

相
談

や
家

庭
訪

問
で

相
談

に
の

り
、

マ
タ

ニ
テ

ィ
ー

ブ
ル

ー
や

産
後

う
つ

の
予

防
や

早
期

発
見

に
取

り
組

み
ま

し
た

。
ま

た
、

特
定

妊
婦

は
み

な
べ

町
子

ど
も

家
庭

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
情

報
提

供
し

、
連

携
を

図
り

ま
し

た
。

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

お
け

る
総

合
相

談
窓

口
と

し
て

開
設

し
て

い
ま

す
。

妊
娠

届
は

全
数

、
保

健
師

、
助

産
師

に
よ

る
面

接
交

付
。

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
不

安
や

悩
み

を
確

認
し

、
必

要
で

あ
れ

ば
継

続
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。
妊

娠
中

や
出

産
後

は
助

産
師

に
よ

る
電

話
相

談
や

家
庭

訪
問

で
相

談
に

の
り

、
マ

タ
ニ

テ
ィ

ー
ブ

ル
ー

や
産

後
う

つ
の

予
防

や
早

期
発

見
に

努
め

ま
す

。
ま

た
、

特
定

妊
婦

は
み

な
べ

町
子

ど
も

家
庭

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
情

報
提

供
し

ま
す

。

ひ
き

こ
も

り
、

精
神

保
健

福
祉

等
に

関
す

る
各

種
相

談
事

業

ひ
き

こ
も

り
や

精
神

障
害

を
抱

え
る

方
、

も
し

く
は

そ
の

家
族

は
、

地
域

社
会

で
の

生
活

に
際

し
て

様
々

な
困

難
を

抱
え

て
い

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、

子
ど

も
・若

者
を

含
む

あ
ら

ゆ
る

世
代

か
ら

そ
う

し
た

相
談

を
受

け
た

際
は

、
必

要
に

応
じ

て
、

様
々

な
関

係
機

関
と

連
携

し
、

包
括

的
、

継
続

的
に

支
援

で
き

る
体

制
づ

く
り

に
努

め
ま

す
。

健
康

長
寿

課
年

６
回

ひ
き

こ
も

り
相

談
を

実
施

し
、

必
要

に
応

じ
て

様
々

な
関

係
機

関
と

連
携

し
、

包
括

的
、

継
続

的
な

支
援

を
実

施
し

ま
し

た
。

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

ひ
き

こ
も

り
や

精
神

障
害

を
抱

え
る

方
、

も
し

く
は

そ
の

家
族

は
、

地
域

社
会

で
の

生
活

に
際

し
て

様
々

な
困

難
を

抱
え

て
い

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、

子
ど

も
・若

者
を

含
む

あ
ら

ゆ
る

世
代

か
ら

そ
う

し
た

相
談

を
受

け
た

際
は

、
必

要
に

応
じ

て
、

様
々

な
関

係
機

関
と

連
携

し
、

包
括

的
、

継
続

的
に

支
援

で
き

る
体

制
づ

く
り

に
努

め
ま

す
。

み
な

べ
町

子
ど

も
家

庭
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
協

議
会

虐
待

が
疑

わ
れ

る
児

や
、

支
援

対
象

家
庭

に
つ

い
て

、
関

係
機

関
と

連
携

し
、

情
報

を
共

有
す

る
こ

と
で

効
果

的
に

支
援

し
ま

す
。

さ
ま

ざ
ま

な
問

題
が

自
殺

の
リ

ス
ク

要
因

と
な

ら
な

い
よ

う
に

、
教

育
、

生
活

、
経

済
的

支
援

等
、

多
方

面
か

ら
支

援
で

き
る

よ
う

努
め

ま
す

。
【全

体
会

議
】1

回
/年

【実
務

者
会

議
】2

回
/年

【個
別

ケ
ー

ス
検

討
会

議
】適

宜
開

催

健
康

長
寿

課
教

育
学

習
課

住
民

福
祉

課
【再

掲
】

【全
体

会
議

】1
回

/年
【実

務
者

会
議

】2
回

/年
【個

別
ケ

ー
ス

検
討

会
議

】適
宜

開
催

町
公

報
紙

に
よ

る
虐

待
予

防
の

啓
発

、
虐

待
の

心
配

さ
れ

る
児

童
や

保
護

者
に

対
し

、
寄

り
添

い
な

が
ら

相
談

、
関

係
機

関
と

連
携

し
、

情
報

共
有

し
な

が
ら

自
殺

の
リ

ス
ク

要
因

と
な

ら
な

い
よ

う
に

、
支

援
し

ま
し

た
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

拡
大

防
止

に
よ

り
、

全
体

会
議

は
書

面
開

催
と

な
っ

た
時

も
あ

っ
た

が
、

計
画

通
り

実
施

で
き

、
関

係
機

関
と

の
連

携
も

ス
ム

ー
ズ

に
行

え
ま

し
た

。

80
%

こ
れ

ま
で

と
同

様
に

、
虐

待
予

防
の

啓
発

や
、

虐
待

が
疑

わ
れ

る
児

や
、

支
援

対
象

家
庭

に
つ

い
て

、
関

係
機

関
と

連
携

し
、

情
報

を
共

有
す

る
こ

と
で

効
果

的
に

支
援

し
ま

す
。

さ
ま

ざ
ま

な
問

題
が

自
殺

の
リ

ス
ク

要
因

と
な

ら
な

い
よ

う
に

、
教

育
、

生
活

、
経

済
的

支
援

等
、

多
方

面
か

ら
支

援
で

き
る

よ
う

努
め

ま
す

。
【全

体
会

議
】1

回
/年

【実
務

者
会

議
】2

回
/年

【個
別

ケ
ー

ス
検

討
会

議
】適

宜
開

催

思
春

期
保

健
福

祉
体

験
学

習

町
内

全
て

の
中

学
3年

生
（一

部
2年

生
）を

対
象

に
、

乳
幼

児
健

診
で

の
赤

ち
ゃ

ん
抱

っ
こ

体
験

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
保

健
師

に
よ

る
事

前
学

習
や

体
験

学
習

で
、

命
が

大
切

に
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
実

感
し

、
自

分
も

大
切

に
さ

れ
て

き
た

事
を

知
る

こ
と

を
目

的
に

実
施

し
て

い
き

ま
す

。

健
康

長
寿

課
教

育
学

習
課

【再
掲

】
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

た
め

令
和

４
年

度
か

ら
、

乳
幼

児
健

診
で

の
赤

ち
ゃ

ん
抱

っ
こ

体
験

を
辞

め
、

各
校

で
の

講
義

形
式

と
し

て
実

施
を

継
続

し
ま

し
た

。

実
施

方
法

は
変

更
し

た
が

、
事

業
自

体
は

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

町
内

全
て

の
中

学
3年

生
（一

部
2年

生
）を

対
象

に
、

赤
ち

ゃ
ん

人
形

に
よ

る
抱

っ
こ

体
験

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
保

健
師

に
よ

る
事

前
学

習
や

体
験

学
習

で
、

命
が

大
切

に
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
実

感
し

、
自

分
も

大
切

に
さ

れ
て

き
た

事
を

知
る

こ
と

を
目

的
に

実
施

し
て

い
き

ま
す

。

図
書

館
の

運
営

自
殺

予
防

週
間

（９
月

）、
自

殺
対

策
月

間
（３

月
）に

あ
わ

せ
た

こ
こ

ろ
の

健
康

に
関

す
る

書
籍

紹
介

や
展

示
、

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

等
の

配
布

を
行

い
ま

す
。

健
康

長
寿

課
教

育
学

習
課

【再
掲

】
自

殺
予

防
週

間
(9

月
)で

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
や

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

の
設

置
、

自
殺

対
策

月
間

(3
月

)で
の

こ
こ

ろ
の

健
康

に
関

す
る

書
籍

紹
介

や
展

示
、

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

等
の

配
布

を
行

い
ま

し
た

。
計

画
通

り
実

施
で

き
ま

し
た

。
10

0%
自

殺
予

防
週

間
（９

月
）、

自
殺

対
策

月
間

（３
月

）に
あ

わ
せ

た
こ

こ
ろ

の
健

康
に

関
す

る
書

籍
紹

介
や

展
示

、
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
等

の
配

布
を

行
い

ま
す

。

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
 活

用
事

業
さ

ま
ざ

ま
な

課
題

を
抱

え
た

児
童

生
徒

自
身

、
及

び
そ

の
保

護
者

等
の

パ
イ

プ
役

と
し

て
活

動
し

て
い

き
ま

す
。

教
育

学
習

課
【再

掲
】

小
学

校
、

中
学

校
と

も
に

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
等

を
配

置
し

、
児

童
生

徒
や

保
護

者
の

パ
イ

プ
役

と
し

て
活

動
し

ま
し

た
。

学
校

や
福

祉
、

児
童

相
談

所
等

の
関

係
機

関
と

も
連

携
し

な
が

ら
、

家
庭

教
育

支
援

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
ま

し
た

。
80

%
さ

ま
ざ

ま
な

課
題

を
抱

え
た

児
童

生
徒

自
身

、
及

び
そ

の
保

護
者

等
の

パ
イ

プ
役

と
し

て
活

動
し

て
い

き
ま

す
。

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

活
用

事
業

さ
ま

ざ
ま

な
課

題
を

抱
え

た
児

童
生

徒
自

身
、

及
び

そ
の

保
護

者
等

の
相

談
に

の
っ

て
い

き
ま

す
。

教
育

学
習

課
【再

掲
】

小
学

校
、

中
学

校
と

も
に

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

等
を

配
置

し
、

児
童

生
徒

や
保

護
者

、
教

職
員

の
相

談
役

と
し

て
活

動
し

ま
し

た
。

相
談

業
務

に
加

え
、

ケ
ー

ス
会

議
で

の
助

言
も

行
う

こ
と

が
で

き
ま

し
た

。
80

%
さ

ま
ざ

ま
な

課
題

を
抱

え
た

児
童

生
徒

自
身

、
及

び
そ

の
保

護
者

等
の

相
談

に
の

っ
て

い
き

ま
す

。

社
会

教
育

関
係

団
体

へ
の

参
加

様
々

な
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
を

通
し

て
、

居
場

所
づ

く
り

や
生

き
が

い
づ

く
り

に
つ

な
げ

ま
す

。
教

育
学

習
課

【再
掲

】
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

た
め

事
業

が
実

施
出

来
な

い
時

期
も

あ
っ

た
が

、
令

和
４

年
度

以
降

は
一

部
の

事
業

を
除

き
計

画
通

り
実

施
す

る
こ

と
が

出
来

ま
し

た
。

計
画

通
り

に
事

業
を

実
施

出
来

な
か

っ
た

時
期

も
あ

っ
た

が
、

概
ね

居
場

所
づ

く
り

や
生

き
が

い
づ

く
り

に
つ

な
げ

る
事

が
出

来
ま

し
た

。
70

%
様

々
な

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

を
通

し
て

、
居

場
所

づ
く
り

や
生

き
が

い
づ

く
り

に
つ

な
げ

ま
す

。
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項
目

実
施

内
容

担
当

課
再

掲
令

和
１～

４年
度

実
施

状
況

令
和

１～
４年

度
　実

施
状

況
に

関
す

る
担

当
課

の
評

価
達

成
度

（％
）

令
和

６年
度

～
の

実
施

計
画

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

子
育

て
世

代
の

親
と

子
ど

も
が

気
軽

に
集

い
、相

互
交

流
を

図
る

場
を

提
供

し
ま

す
。子

育
て

の
相

談
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、子
育

て
に

係
る

各
種

情
報

提
供

や
子

育
て

サ
ー

ク
ル

の
育

成
、支

援
に

努
め

ま
す

。

教
育

学
習

課
【再

掲
】

令
和

２年
３月

よ
り

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

感
染

拡
大

に
よ

り
、催

し
を

中
止

し
た

り
人

数
制

限
を

設
け

て
の

事
業

実
施

と
な

り
ま

し
た

。

計
画

通
り

に
事

業
を

実
施

で
き

ず
、目

標
と

し
て

い
た

十
分

な
支

援
に

つ
な

げ
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

で
し

た
。

50
%

子
育

て
世

代
の

親
と

子
ど

も
が

気
軽

に
集

い
、相

互
交

流
を

図
る

場
を

提
供

し
ま

す
。子

育
て

の
相

談
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、子
育

て
に

係
る

各
種

情
報

提
供

や
子

育
て

サ
ー

ク
ル

の
育

成
、支

援
に

努
め

ま
す

。

重
点

施
策

４　
勤

務
・経

営

経
営

等
に

関
す

る
各

種
相

談
事

業

経
営

や
消

費
生

活
等

で
問

題
を

抱
え

て
い

る
方

は
、経

済
的

に
困

難
な

状
況

に
あ

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、そ

う
し

た
相

談
を

受
け

た
際

は
、必

要
に

応
じ

て
、様

々
な

支
援

に
つ

な
げ

ら
れ

る
体

制
づ

くり
を

す
す

め
て

い
き

ま
す

。

産
業

課

農
業

経
営

に
関

し
て

は
、日

本
政

策
金

融
公

庫
と

連
携

し
月

一
回

の
相

談
を

実
施

し
ま

し
た

。消
費

生
活

相
談

に
関

し
て

も
、日

高
地

域
消

費
生

活
相

談
窓

口
を

月
二

回
開

き
実

施
し

ま
し

た
。共

に
、新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
よ

り
対

面
に

よ
る

実
施

が
で

き
な

い
期

間
が

あ
っ

た
が

、リ
モ

ー
トや

電
話

等
で

継
続

的
な

支
援

を
実

施
し

ま
し

た
。

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

経
営

や
消

費
生

活
等

で
問

題
を

抱
え

て
い

る
方

は
、経

済
的

に
困

難
な

状
況

に
あ

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、そ

う
し

た
相

談
を

受
け

た
際

は
、必

要
に

応
じ

て
、様

々
な

支
援

に
つ

な
げ

ら
れ

る
体

制
づ

くり
を

す
す

め
て

い
き

ま
す

。

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

子
育

て
世

代
の

親
と

子
ど

も
が

気
軽

に
集

い
、相

互
交

流
を

図
る

場
を

提
供

し
ま

す
。子

育
て

の
相

談
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、子
育

て
に

係
る

各
種

情
報

提
供

や
子

育
て

サ
ー

ク
ル

の
育

成
、支

援
に

努
め

ま
す

。

教
育

学
習

課
【再

掲
】

令
和

２年
３月

よ
り

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

感
染

拡
大

に
よ

り
、催

し
を

中
止

し
た

り
人

数
制

限
を

設
け

て
の

事
業

実
施

と
な

り
ま

し
た

。

計
画

通
り

に
事

業
を

実
施

で
き

ず
、目

標
と

し
て

い
た

十
分

な
支

援
に

つ
な

げ
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

で
し

た
。

50
%

子
育

て
世

代
の

親
と

子
ど

も
が

気
軽

に
集

い
、相

互
交

流
を

図
る

場
を

提
供

し
ま

す
。子

育
て

の
相

談
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、子
育

て
に

係
る

各
種

情
報

提
供

や
子

育
て

サ
ー

ク
ル

の
育

成
、支

援
に

努
め

ま
す

。

職
員

の
衛

生
管

理
及

び
福

利
厚

生
に

関
す

る
こ

と

職
員

健
診

時
に

併
せ

て
ス

トレ
ス

チ
ェッ

ク
を

実
施

し
、心

身
面

の
健

康
の

維
持

増
進

を
図

り
、高

ス
トレ

ス
と

判
断

さ
れ

た
方

（希
望

者
）に

は
、産

業
医

と
の

面
接

体
制

を
設

け
て

い
ま

す
。

ま
た

、産
業

医
以

外
に

も
厚

生
労

働
省

の
電

話
相

談
窓

口
（こ

こ
ろ

の
耳

）と
共

済
組

合
の

電
話

相
談

窓
口

を
紹

介
し

て
い

ま
す

。

総
務

課

ス
トレ

ス
チ

ェッ
ク

を
毎

年
度

実
施

し
、高

ス
トレ

ス
と

判
断

さ
れ

た
方

で
希

望
す

る
方

に
は

、産
業

医
と

の
面

接
体

制
を

設
け

て
い

ま
す

。ま
た

ス
トレ

ス
チ

ェッ
ク

の
結

果
は

産
業

医
の

先
生

に
も

見
て

い
た

だ
き

、助
言

が
あ

れ
ば

お
願

い
し

て
い

ま
す

。

計
画

通
り

実
施

で
き

ま
し

た
。

10
0%

職
員

健
診

時
に

併
せ

て
ス

トレ
ス

チ
ェッ

ク
を

実
施

し
、心

身
面

の
健

康
の

維
持

増
進

を
図

り
、高

ス
トレ

ス
と

判
断

さ
れ

た
方

（希
望

者
）に

は
、産

業
医

と
の

面
接

体
制

を
設

け
て

い
ま

す
。

ま
た

、産
業

医
以

外
に

も
厚

生
労

働
省

の
電

話
相

談
窓

口
（こ

こ
ろ

の
耳

）と
共

済
組

合
の

電
話

相
談

窓
口

を
紹

介
し

て
い

ま
す

。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 自殺対策における取組 
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４－１ 施策体系  

国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」において、すべての自治体で取り組むことが望ましいとされた

「基本施策」と地域の自殺の実態を詳細に分析した地域自殺実態プロファイルにより示された「重点施策」と

組み合わせ、地域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していきます。 

 また、庁内の多様な既存事業を「生きることを支える取組」と位置づけ、より包括的・全庁的に自殺対策を

推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３つの「重点施策」 

地域で自殺対策を推進する上で欠

かすことのできない基盤的な取組 

 

○勤務・経営 

 

○高齢者 

 

○生活困窮 

 

６つの「基本施策」 

みなべ町における自殺のハイリスク群と自

殺のリスク要因に沿った取組 

 

○地域におけるネットワークの強化 

○自殺対策を支える人材の育成 

○住民への啓発と周知 

○自殺未遂者等への支援の充実 

〇自死遺族等への支援の充実 

○児童生徒の SOSの出し方に関する教育 

 

 

 

生きる支援関連施策 

庁内既存事業のうち、「自殺対策（生きることの包括的な支援）」

に関連し得る取組 

 
誰も自殺に追い込まれることのない 

みなべ町 
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４－２ ６つの基本施策  

 

（１） 地域におけるネットワークの強化 

自殺対策を総合的に推進するためには、保健、医療、福祉、教育、労働その他様々な分野の施策をはじめ、

支援に携わる人々や組織が密接に連携する必要があります。 

そのため、関係機関の連携を推進するとともに、関連施策との有機的な連携をさらに深め、「生きることの包

括的な支援」を実施するため、地域におけるネットワークの強化を図ります。 

 

 

１．地域におけるネットワークの強化 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

子育て推進

課※ 

こども家庭セ

ンターの運営 

妊娠期から子育て期における総合相談窓口として開設

しています。妊娠届は全数、保健師、助産師による面

接交付。アンケートで、不安や悩みを確認し、必要で

あれば継続的な支援を行っています。 

妊娠中や出産後は助産師による電話相談や家庭訪問で

相談にのり、マタニティーブルーや産後うつの予防や

早期発見に努めます。また、特定妊婦はみなべ町子ど

も家庭支援ネットワークに情報提供します。 

医療機関 

助産師 

健康長寿課 

 

地域包括支援

センターの運

営 

運営協議会やケア会議等において高齢者向け施策を展

開する関係者間で連携を強化し、地域資源の連動につ

なげていきます。 

【地域包括支援センター運営協議会】1～2回/年 

【地域ケア会議】随時 

【在宅医療・介護連携推進会議】随時 

 

医師会 

歯科医師会 

薬剤師会 

医療機関 

町内介護保険事業所 

介護支援専門員協会 

社会福祉協議会 

広域消防 

田辺保健所 

 

介護支援専門

員に関するこ

と(ケアマネジ

メント支援） 

介護支援専門員に対し、処遇困難事例への対応策の意

見交換・専門知識を深める研修、更に地域ケア会議に

よる多職種間の協議を行いケアの質の向上に努めま

す。 

教育学習課 
みなべ町文化

協会への参加 

公民館等を拠点としてサークル同士が相互に交流を深

め、地域での仲間づくりを促進していきます。 
教育関係機関 

※令和 6年度より「子育て推進課」が新設されます。 
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２．特定の問題に関する連携・ネットワークの強化 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

子育て推進

課 

健康長寿課 

教育学習課 

住民福祉課 

みなべ町子ど

も家庭支援ネ

ットワーク協

議会 

虐待が疑われる児や、支援対象家庭に

ついて、関係機関と連携し、情報を共

有することで効果的に支援します。 

さまざまな問題が自殺のリスク要因と

ならないように、教育、生活、経済的

支援等、多方面から支援できるよう努

めます。 

【全体会議】1回/年 

【実務者会議】2回/年 

【個別ケース検討会議】適宜開催 

田辺保健所 

警察 

児童相談所 

教育関係機関 

社会福祉協議会 

こども園 

学童保育所（放課後児童クラブ） 

民生委員・児童委員 

青少年センター 

地域子育て支援センター 

母子保健推進員 

人権擁護委員 

住民福祉課 
西牟婁圏域自

立支援協議会 

困難事例への対応方法等について関係

機関と共有、連携することで、対象者

に合わせた支援を提供できる体制の強

化に努めます。 

 

全体会議：年 2回開催 

定例会議：年 5回程度開催 

専門会議：適宜開催 

圏域市町村相談支援事業委託事業所

管理者 

圏域市町村相談支援事業委託事業所

相談支援専門員 

和歌山県相談支援体制整備事業アド

バイザー 

基幹相談支援センター等機能強化事

業専門的職員 

地域移行のための安心生活支援事業

コーディネーター 

重度心身障害児者等在宅医療等連携

体制整備事業担当者 

障害者就業・生活支援センター職員 

障害福祉サービス提供事業所代表 

自立支援協議会各専門部会代表 

圏域市町村障害福祉担当課職員 

圏域市町教育委員会職員 

圏域市町社会福祉協議会職員 

特別支援教育コーディネーター 

紀南こころの医療センター相談員 

和歌山県田辺保健所専門職員 

西牟婁振興局障害福祉担当課職員 

紀南児童相談所職員 

田辺公共職業安定所職員 

和歌山県田辺産業技術専門学院職員 

その他必要と認められる者 
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（２） 自殺対策を支える人材の育成 

「生きることの包括的な支援」に関わる支援者等に対して、ゲートキーパー研修など、自殺対策に関する研

修等を実施します。 

また、周囲の方が自殺の危険を示すサインに気付き、適切に行動できるよう、必要な基礎知識の普及を図り

ます。 

 

１．さまざまな職種を対象とした研修の実施 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

総務課 

健康長寿課 

職員の研修に

関する事務 

深刻な問題を抱えていたり困難な状況にある方の相

談に対し、担当課と情報共有、連携できる体制を作

ります。また、どんな相談に対しても相談者に寄り

添いながら支援する役割を担っていけるよう、研修

会等を開催し人材育成に努めます。 

田辺保健所 

 

 

２．一般住民に対する研修 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

子育て推進

課 

教育学習課 

思春期保健学

習 

町内全ての中学 3年生（一部 2年生）を対象に、思

春期教室を実施しています。保健師・助産師による

講義や体験学習で、命が大切にされていることを実

感し、自分も大切にされてきた事を知ることを目的

に実施していきます。 

学校 
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（３） 住民への啓発と周知 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の心情や背景が十分

に理解されにくい現状です。自殺や精神疾患を正しく理解するとともに、危機に陥った場合には一人で抱え込

まずに、誰かに援助を求めることが適切であることの理解を促進します。 

 

１．一般住民向けイベント等の開催 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

総務課 

教育学習課 
人権啓発事務 

人権啓発の映画上映、プランターの花植え、標語の

募集等を実施しています。 

子どもだけでなく、一般向けにも講演会等を実施し

ていきます。 

人権推進委員会 

子育て推進

課 

教育学習課 

思春期保健学

習 

【再掲】 

町内全ての中学 3年生（一部 2年生）を対象に、思

春期教室を実施しています。保健師・助産師による

講義や体験学習で、命が大切にされていることを実

感し、自分も大切にされてきた事を知ることを目的

に実施していきます。 

学校 

健康長寿課 

教育学習課 
図書館の運営 

自殺予防週間（９月）、自殺対策月間（３月）にあ

わせたこころの健康に関する書籍紹介や展示、リー

フレット等の配布を行います。 

― 

 

２．各種メディア媒体を活用した啓発活動 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

総務課 

健康長寿課 

広報誌、ホー

ムページを通

じた広報活動 

自殺予防週間(9月)、自殺対策月間(3月)にあわせ、

広報誌によるこころの健康に関する啓発活動を行い

ます。また、ホームページを通して相談窓口の周知

を図ります。 

― 
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（４） 自殺未遂者への支援の充実 

自殺未遂者は再び自殺を図るリスクがあり、自殺未遂者への支援は重要です。「生きることの阻害要

因」を減らし、自己肯定感を高めて「生きることの促進要因」を増やすような支援とともに、自殺未遂

者を身近で支える家族等の支援者への支援も重要です。保健師による相談や、関係機関との連携強化を

図ることで、自殺未遂者への支援を強化します。 

 

自殺未遂者を対象とする相談事業 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 
自殺未遂者の 

こころの相談 

こころの悩みを抱えた方が自殺に追い込まれないよ

う、本人や家族等を対象に保健師による相談窓口を

開設しています。また、ホームページや広報等を通

して相談窓口の周知を図ります。 

田辺保健所 

西牟婁振興局 

 

 

 

 

（５） 自死遺族等への支援の充実 

自殺で身近な人を亡くした自死遺族は偏見や誤解を心配して孤立しやすく様々なこころの問題を引き起

こすことがあることから、保健師による相談を行うとともに、遺族の方が集える場や、その時々に必要

な情報へつながることのできる情報提供を進めます。 

 

自死遺族を対象とする相談事業 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 
自死遺族の 

こころの相談 

身近な方を亡くした方を対象に保健師による相談窓

口を開設しています。また、ホームページや広報等

を通して相談窓口の周知を図ります。 

田辺保健所 

西牟婁振興局 
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（６） 児童生徒の SOSの出し方に関する教育 

支援が必要な子ども・若者は、支援が必要なことを自覚できないなど、周囲に SOSを発することが困難であ

ったり、また、SOSを発しても周囲がその SOSを受け取れていないことがあります。 

児童生徒に対し、誰にどうやって助けを求めればよいかを具体的かつ実践的に学ぶ「SOSの出し方教育」の実

施を更に推進します。 

 

１．SOSの出し方に関する教育の理解の促進 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

総務課 

教育学習課 

人権啓発事務 

【再掲】 

人権啓発の映画上映、プランターの花植え、標語の

募集等を実施しています。 

子どもだけでなく、一般向けにも講演会等を実施し

ていきます。 

人権推進委員会 

子育て推進

課 

教育学習課 

思春期保健学

習 

【再掲】 

町内全ての中学 3年生（一部 2年生）を対象に、思

春期教室を実施しています。保健師・助産師による

講義や体験学習で、命が大切にされていることを実

感し、自分も大切にされてきた事を知ることを目的

に実施していきます。 

学校 

教育学習課 
SOSの出し方

教育 

児童生徒がいのちの大切さを実感できる教育だけで

なく、生活上の困難、ストレスに直面した時の対処

方法や SOSの出し方を学ぶための教育推進に努めま

す。 

学校 

 

２．児童生徒からの SOSに対応する受け皿整備 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

教育学習課 

スクールソー

シャルワーカ

ー 活用事業 

さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保

護者等のパイプ役として活動していきます。 
― 

教育学習課 

スクールカウ

ンセラー活用

事業 

さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保

護者等の相談にのっていきます。 
― 

教育学習課 
教育支援セン

ター活用事業 

さまざまな課題を抱えた児童生徒に対し、相談や指

導等を行っていきます。 
― 

 

  



27 

４－３ 重点施策  

（１）勤務・経営 

 勤務・経営の問題は、行政や地域の関係機関が連携し、相談体制を強化するとともに、事業主等が理解を深

め、勤務問題が起きにくい職場環境づくりを支援する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

産業課 

経営等に関す

る各種相談事

業 

経営や消費生活等で問題を抱えている方は、経済的

に困難な状況にある可能性があるため、そうした相

談を受けた際は、必要に応じて、様々な支援につな

げられる体制づくりをすすめていきます。 

（みなべ町内の小規模事業所は田辺地域産業保健セ

ンターの管轄となります。） 

農業関係者 

漁業関係者 

商工関係者 

子育て推進

課 

地域子育て支

援拠点事業 

「こひつじラ

ンド」 

子育て世代の親と子どもが気軽に集い、相互交流を

図る場を提供します。子育ての相談支援を行うとと

もに、子育てに係る各種情報提供や子育てサークル

の育成、支援に努めます。 

みなべ愛之園こども

園 

総務課 

職員の衛生管

理及び福利厚

生に関するこ

と 

職員健診時に併せてストレスチェックを実施し、心

身面の健康の維持増進を図り、高ストレスと判断さ

れた方（希望者）には、産業医との面接体制を設け

ています。 

また、産業医以外にも厚生労働省の電話相談窓口

（こころの耳）と共済組合の電話相談窓口を紹介し

ています。 

― 



28 

（２）高齢者 

高齢者は加齢に伴う体力の低下や疾病等の身体的要因、活動意欲の低下等の心理的要因、退職など人とのか

かわり等の社会・環境要因により、閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤独・孤立に陥りやすいという特

有の課題を抱えています。そういった課題を踏まえつつ、相談体制や地域での見守り体制の充実など高齢者を

包括的に支援する体制を推進します。 

 

１．高齢者の健康・社会参加に関すること等の支援 

  

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 
認知症キャラバ

ンメイト活動 

認知症キャラバンメイト連絡会などの学習活動を通

じて、認知症高齢者への対応能力を向上すること

で、支援対象の高齢者の抱える問題や心理面の異変

を早期発見し、早期対応につなげていきます。 

【認知症キャラバンメイト連絡会】２回/年実施 

 

 

 

 

 

医師会 

認知症サポート医 

町内介護保険事業所 

介護支援専門員 

社会福祉協議会 

民生委員・児童委員 

認知症キャラバンメ

イト 

認知症サポーター 

認知症地域支援推進

員 

 

  

健康長寿課 
認知症初期集中

支援チーム 

平成 30年 4月設置。支援対象の高齢者の抱える問

題に対し、サポート医を含む初期集中支援チームで

適切な機関へとつなぐなどの対応が出来る体制を取

っていきます。 

健康長寿課 
認知症サポータ

ー養成講座 

地域住民に認知症に関する知識の普及、地域での見

守り、高齢者の様子の変化に気づく力を高めていく

ことにより、地域での支援役となる担い手を拡充し

ていきます。 

【認知症サポーター養成講座】５回/年実施 

健康長寿課 

認知症カフェ 

（おれんじの

日） 

認知症高齢者やその家族、介護従事者が悩みを共有

し、情報交換を行ったりできる場を設けることで、

支援者相互の支え合いを推進していきます。 

【認知症カフェ】12回年実施 

健康長寿課 
高齢者虐待への

対応 

高齢者虐待の相談に対し、迅速な事実確認のうえ、

緊急性を判断し、高齢者の保護、虐待者への支援を

行います。 

必要に応じて警察との連携をはかり、迅速に対応

し、被害を最小限に抑え虐待に至る原因を把握し、

状況の改善・保護に努め、本人の精神面の安定を図

ります。 

 

医療機関 

警察等 
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２．社会参加の強化と孤独・孤立の予防 

  

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 

生きがい施策 

(各種介護予防

教室、ボラン

ティア喫茶等) 

【再掲】 

高齢者が集まる場で地域住民同士の交流やお互いの

思いや悩み事などを話すことで、閉じこもり、うつ

予防につなげます。 
社会福祉協議会 

区長 

民生委員・児童委員 

各ボランティア組織 

健康長寿課 

シルバー人材

センターの運

営 

就労は収入を生み経済面を豊かにするだけでなく、

役割をもち、他者との関わりを生むことで精神面の

安定や状態の変化を確認できる機会として自殺対策

につなげていきます。 
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（３）生活困窮者 

生活困窮者は単に経済的な困窮にとどまらず、社会的孤立（ひきこもり）や虐待、依存症など複合的な課題

を抱え、自殺リスクを抱えている人が少なくありません。 

経済や生活面などの支援を行い、関係機関とも緊密に連携し、包括的な支援を行います。 

 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 

介護保険料

（第 1号被保

険者）の賦

課・徴収に関

する事務 

 

各種納付相談 

 

介護保険料や国保税、水道料金等を期限までに支払

えない住民は、生活面で深刻な問題を抱えていたり

困難な状況にある可能性があるため、そうした相談

を受けた際は、必要に応じて様々な支援につなげら

れる体制づくりに努めます。 

― 

 
住民福祉課 

短期保険証・

資格証発行に 

関する事務 

税務課 

町税・国保税

の徴収及び滞

納整理 

生活環境課 
上下水道使用

料徴収 

子育て推進

課 

こども家庭セ

ンターの運営 

【再掲】 

妊娠期から子育て期における総合相談窓口として開

設しています。妊娠届は全数、保健師、助産師によ

る面接交付。アンケートで、不安や悩みを確認し、

必要であれば継続的な支援を行っています。 

妊娠中や出産後は助産師による電話相談や家庭訪問

で相談にのり、マタニティーブルーや産後うつの予

防や早期発見に努めます。また、特定妊婦はみなべ

町子ども家庭支援ネットワークに情報提供します。 

医療機関 

助産師 

健康長寿課

住民福祉課 

生活困窮に関

する相談 

高齢者相談窓口で生活困窮の相談が寄せられた場合

は、生活全般において深刻な問題を抱えている可能

性が高いため、相談者やその家族が抱える問題を具

体的に把握し、必要に応じて担当課、もしくは適切

な支援先につなげていきます。 

田辺保健所 

法テラス 

子育て推進

課 

地域子育て支

援拠点事業 

「こひつじラ

ンド」 

子育て世代の親と子どもが気軽に集い、相互交流を

図る場を提供します。子育ての相談支援を行うとと

もに、子育てに係る各種情報提供や子育てサークル

の育成、支援に努めます。 

みなべ愛之園こども

園 
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４－４ 生きる支援関連施策  

 

（１） 生きる支援関連施策 決定までのプロセス 

① 庁内の関連事業を把握するため、各課事務分担表等よりみなべ町の全事業・業務をリスト化しました。

１つの事業の中に「複数の事業（以下「業務」を含む。）」が含まれている場合は、その事業１つ１つを

最大限自殺対策に活かすために、できるだけ細分化しました。 

② 関連各課にて「事業の棚卸し事例集」を参考にしながら、全事業リストの中から「生きる支援」に関連

する・関連し得る（関連しないもの以外の）事業に分類し、自殺対策の視点を加えた「事業案」を考

え、関連各課が了承したものについて、以下、９２事業を掲載しました。 

 

（２） 生きる支援関連施策について 

① これらの事業については、自殺対策の視点から、町の基本施策（６項目）及び重点施策（３項目）に基

づき、関連あるものを掲載しています。 

② 各課の事業でそれぞれ住民とかかわる際、もし悩んでいる人に【気づき】、必要に応じて、関係者に紹

介し、問題解決にあたることが必要な場合においては、話を【聴き】、関係部署に【つなぐ】役割を、

１人１人が担っていくことが望まれます。 

③ さらに、この９２事業の他にも数多くの業務がありますが、あらゆる機会を捉え、住民に対する啓発と

周知を行っていくよう、努めるものとします。 
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生きる支援関連施策 

番 

号 

担当課 事業名 

 

自殺対策の視点からの事業の捉え方 

取組（事業）の概要 

1 総務課 消防関係事務 ▼自殺の危機等に関する情報を共有してもらうことで、実務上の連携の
基礎を築ける可能性がある。 

2 総務課 人事に関する事務 ▼住民からの相談に応じる職員の、心身面の健康の維持増進を図ること
で、自殺総合対策大綱にも記載されている「支援者への支援」となる可
能性がある。 

3 総務課 庁議等に関する事務 ▼自殺対策について言及することができれば、総合的・全庁的に対策を
進めやすくなる。 

4 総務課 職員の服務に関する事務 ▼住民からの相談に応じる職員の、心身面の健康の維持増進を図ること
で、自殺総合対策大綱にも記載されている「支援者への支援」となる可
能性がある。 

5 総務課 職員の研修に関する事務 ▼自殺対策に関する研修を導入することで全庁的に自殺対策を推進する
ためのベースとなり得る。 

6 総務課 職員の衛生管理及び福利厚
生に関すること 

▼職員健診時に併せてストレスチェックを実施し、心身面の健康の維持
増進を図り、高ストレスと判断された方（希望者）には、産業医との面
接体制を設けている。 
▼また、産業医以外にも厚生労働省の電話相談窓口（こころの耳）と共
済組合の電話相談窓口を紹介している。 

7 総務課 交通安全施設事業 ▼自殺事案の発生や可能性等がないか状況確認を行うことにより、事案
発生を防ぐ手立てをとり得る。 

8 生活環境課 上下水道使用料徴収 ▼問題を抱えて生活難に陥っている家庭に対し、他機関へつなぐ等の対
応や相談先の情報提供ができ得る。 

9 税務課 町税・国保税の徴収及び滞
納整理 

▼町税における住民の納税相談等において、生活面等での深刻な問題を
抱えているなど困難な状況にあり、自殺等のリスクが高いと判断できる
場合には、相談職員が適切な機関につなぐ等、気づき役としての役割を
担っている。 

10 住民福祉課 
税務課 

短期保険証・資格証発行に 
関する事務 

▼保険税等を期限までに支払えない住民は、生活面で深刻な問題を抱え
ていたり困難な状況にあったりする可能性が高いため、そうした相談を
「生きることの包括的な支援」のきっかけと捉え、実際に様々な支援に
つなげられる体制を作っておく必要がある。 

11 住民福祉課 各種手帳申請・交付・受付
事務 
申請受付事務 
・療育手帳 
・身体障害者手帳  

▼申請に際し、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること
で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

12 住民福祉課 各種手当申請事務 
・特別障害者（障害児福
祉）手当申請事務 
・特別児童扶養手当申請事
務 
・みなべ町在宅障害者等福
祉手当申請事務 
・みなべ町心身障害児等在
宅扶養手当申請事務 

▼障害児を養育・監護している世帯は経済的・精神的負担が大きく、自
殺リスクも高まる可能性があり、当事者や家族等と対面で応対する機会
を活用することで、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

13 住民福祉課 自立支援医療費 
（更生・育成）給付事業 

▼支給に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること
で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

14 住民福祉課 障害福祉サービス費給付事
業 

▼支給に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること
で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 
▼障害支援区分認定調査・概況調査による情報は、自殺のリスクにもリ
ンクする可能性があり、接触時のアプローチにより、生きることへの包
括的支援（自殺対策）の拡充を図ることができる。 

15 住民福祉課 障害児通所給付費給付事業 ▼支給に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること
で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

16 住民福祉課 障害者虐待への対応 ▼虐待への対応を糸口に、当人や家族等、擁護者を支援していくこと
で、背後にある様々な問題をも察知し、適切な支援先へとつなぐ接点
（生きることの包括的支援への接点）にもなり得る。 

17 住民福祉課 身体障害者相談員 
知的障害者相談員 

▼身体や知的の相談の機会を通して、適切な対応への接点となりえる。 

18 住民福祉課 身体障害者・児補装具給付
事業 

▼支給に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること
で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

19 住民福祉課 子ども医療費支給事業 ▼給付・助成に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用す
ることで、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 
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20 住民福祉課 重度心身障害児（者）医療
費支給事業 

▼給付に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること
で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

21 住民福祉課 ひとり親家庭等医療費支給
事業 

▼ひとり親家庭は貧困に陥りやすく、また孤立しがちであるなど、自殺
につながる問題要因を抱え込みやすい。 
▼医療費の助成時に当事者との直接的な接触機会があれば、抱える問題
の早期発見と対応への接点になり得る。 

22 住民福祉課 養育医療に関する事務 ▼育児に係る悩みや経済的負担は自殺に至る要因にもなり得る。 
▼助成の相談や申請の機会は、自殺のリスクが高い層との接触機会とし
て活用し得る。 

23 住民福祉課 後期高齢者医療保険料の賦
課、徴収に関する事務 

▼保険料等を期限までに支払えない住民は、生活面で深刻な問題を抱え
ていたり困難な状況にあったりする可能性が高いため、そうした相談を
「生きることの包括的な支援」のきっかけと捉え、実際に様々な支援に
つなげられる体制を作っておく必要がある。 

24 住民福祉課 葬祭費に関する事務 ▼葬祭費の申請を行う方の中には、大切な方との死別のみならず、費用
の支払いや死後の手続き面などで様々な問題を抱えて、自殺リスクの高
まっている方もいる可能性がある。そのため抱えている問題に応じて、
そうした方を支援機関へとつなぐ機会として活用し得る。 

25 住民福祉課 
子育て推進課 

民生委員・児童委員会 ▼相談者の中で問題が明確化しておらずとも、同じ住民という立場か
ら、気軽に相談できるという強みが民生・児童委員にはある。 
▼地域で困難を抱えている人に気づき、適切な相談機関につなげる上
で、地域の最初の窓口として機能し得る。 

26 住民福祉課 福祉案内窓口・相談  ▼福祉の窓口として相談や支援を通して、適切な機関につなぐ等、気づ
き役としての役割を担える接点になり得る。 

27 住民福祉課 障害児支援に関する事務 ▼障害児を抱えた保護者への相談支援の提供は、保護者に過度な負担が
掛かるのを防ぎ、結果として保護者の自殺リスクの軽減にも寄与し得
る。 

28 住民福祉課 地域自立支援協議会への参
加 

▼医療や福祉等の各種支援機関の間に構築されたネットワークは、自殺
対策（生きることの包括的支援）を展開する上での基盤ともなり得る。 

29 総務課 
健康長寿課 
住民福祉課 

災害時要援護者支援に関す
ること 

▼データとしての情報は、自殺のリスクにもリンクする可能性があり、
間接的な生きることへの包括的支援（自殺対策）へつながり得る。 

30 産業課 消費生活相談 ▼架空請求に対する相談が増えつつある。相談をきっかけに、抱えてい
る他の課題も把握・対応していくことで、包括的な問題の解決に向けた
支援を展開し得る。 

31 産業課 経営等に関する各種相談事
業 

▼経営や消費生活等で問題を抱えている方は、経済的に困難な状況にあ
る可能性があるため、そうした相談を受けた際は、必要に応じて、様々
な支援につなげられる体制づくりを進める。 

32 産業課 競（公）売買受適格者証明 ▼所有農地が競（公）売に係る理由は、経済的困窮が疑われる。問題を
抱えている場合には適切な窓口へつなぐ等、職員の相談対応の強化につ
ながり得る。 

33 建設課 空き家対策事業 ▼空き家除去により対象者の侵入リスクを減少させる効果がある。 
▼相談を受けた職員が気づき役やつなぎ役としての役割を担えるように
なる可能性がある。 

34 建設課 公園・児童遊園等の管理及
び 設置に関する事務 

▼町民が集まれる居場所としての機能を果たすことができる。 

35 建設課 町営住宅事務 ▼低収入者には家賃減免申請の案内をし、生活面での支援体制を行って
いる。 
▼相談を受けた職員が気づき役やつなぎ役としての役割を担えるように
なる可能性がある。 

36 健康長寿課 シルバー人材センターの運
営 

▼就労は収入を生み経済面を豊かにするだけでなく、他者との関わりを
生むことで精神面の安定や状態の変化を確認することができ自殺対策に
つながる。 

37 健康長寿課 自立支援医療（精神通院）、
精神障害者保健福祉手帳 
申請受付事務 

▼申請に際し、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること
で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

38 健康長寿課 配偶者暴力防止に関する相
談 

▼配偶者やパートナーから暴力を受けるという経験は、自殺のリスクを
上昇させかねない。 
▼相談の機会を提供することで、自殺リスクの軽減に寄与し得る。緊急
性がある場合は、保健所の女性相談と連携し、保護につなげる。 

39 健康長寿課 ひきこもり相談 ▼ひきこもりは自殺リスクが高く、家族や当事者からの相談を受け、適
切な支援につなぐことで自殺リスクの減少を図る。 

40 健康長寿課 特定健診・特定保健指導 ▼健康診断の機会を活かし、問題がある場合にはより詳細な聞き取りを
行うことにより、専門機関による支援への接点となり得る。健康問題か
らくる不安や悩みに対する相談を行い、自殺リスクの減少を図る。 

41 健康長寿課 健診結果説明会 ▼当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、問題の早期
発見・早期対応への接点になり得る。 

42 健康長寿課 
子育て推進課 

家庭訪問 ▼当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、問題の早期
発見・早期対応への接点になり必要なサービスにつなぐことができる。 
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43 健康長寿課 各種がん検診・結核検診事
業 

▼ミニドック健診の結果説明会の機会を活かし、メンタル面に問題があ
る場合はより詳細な聞き取りを行うことで、専門機関による支援への接
点となり得る。 

44 健康長寿課 栄養改善・食育の推進 
食生活改善推進員活動事務 

▼食生活に問題があり、生活習慣病等に罹患する方には、生活苦や身近
な支援者の不在など、日常生活上の困難を抱えて自殺のリスクが高い人
も少なくないと思われる。 
▼当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、問題の早期
発見・早期対応への接点になり得る。 

45 健康長寿課 介護保険料（第１号被保険
者）の賦課・徴収に関する
事務 

▼期限までに納税できない住民は、生活面で深刻な問題を抱えていた
り、困難な状況にある可能性があるため、潜在的なハイリスク層を把握
する上での一手段となり得る。そのためつなぐべき支援先や支援策を、
職員に周知しておく必要がある。 

46 健康長寿課 介護給付・要介護認定（調
査）に関すること 

▼介護は当人や家族にとっての負担が大きく、自殺のリスクが高くなる
ことがある。相談を通じて当人や家族の負担軽減を図ることで、自殺リ
スクの軽減にも寄与し得る。 

47 健康長寿課 高齢者台帳整備に関するこ
と 

▼普段の生活習慣や住居の状況を把握することで、生活状況の変化や体
調の変化も確認でき、自殺対策に繋げることができる。 

48 健康長寿課 地域支援事業総合事業に関
すること 

▼総合事業の活用により、本人の健康の維持増進、他者との関わりを生
むことで、心身の安定に繋げることができ本人の自殺対策に繋げること
ができる。 

49 健康長寿課 認知症キャラバンメイト事
業 

▼認知症キャラバンメイト連絡会などの学習活動を通じて、認知症高齢
者への対応能力を向上することで、支援対象の高齢者の抱える問題や心
理面の異変を早期発見し、早期対応に繫げられる。 

50 健康長寿課 緊急通報装置貸与等事業 ▼手続き時に本人や家族との接触の中で設置が必要な状況の聞き取りや
定期通信等によって、当人の状況等を把握することができ自殺対策に繋
げることができる。 

51 健康長寿課 認知症サポーター養成講座 ▼地域住民に認知症に関する知識の普及、地域での見守り、高齢者の様
子の変化に気づく力を高めていくことにより、地域での支援役となる担
い手を拡充することに繫がる。 

52 健康長寿課 高齢者虐待への対応 ▼高齢者虐待の相談を受け、迅速に対応することにより、被害を最小限
に抑え虐待に至る原因を把握し、状況の改善・保護に努め、本人の精神
面の安定を図る。 

53 健康長寿課 介護支援専門員に関するこ
と(ケアマネジメント支援） 

▼介護支援専門員に対し、処遇困難事例への対応策の意見交換・専門知
識を深める研修、更に地域ケア会議による多職種間の協議等で自殺対策
につながる資質向上やケアの質の向上が期待できる。 

54 健康長寿課 介護予防ケアマネジメント ▼介護は従事者にかかる負担も大きいため、抱え込みがちな問題や困っ
た時の相談先、ストレスへの対処法に関する情報をあわせて提供するこ
とで、支援者（介護職）への支援の充実に向けた施策にもなり得る。 

55 健康長寿課 認知症初期集中支援チーム ▼平成 30年 4月設置。現時点で該当者なし。支援対象の高齢者の抱える
問題に対し、サポート医を含む初期集中支援チームで適切な機関へとつ
なぐなどの対応が出来る体制を取っている。 

56 健康長寿課 
住民福祉課 

成年後見制度利用支援事業 ▼当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することや制度を利用し
本人を補助することで、問題の早期発見・早期対応への接点になる。 

57 健康長寿課 生きがい施策 
（各種介護予防教室、ボラ
ンティア喫茶等） 

▼高齢者が集まる場で地域住民同士の交流やお互いの思いや悩み事など
を話すことで、閉じこもり、うつ予防に繋がる。 

58 健康長寿課 入浴事業 ▼入浴補助利用証を発行することにより温泉施設へ足を運びやすくし、
温泉という憩いの場を生み出すことにより、他者との交流を生みだし本
人の自殺対策に繋げることができる。 

59 健康長寿課 地域包括支援センターの運
営 

▼運営協議会やケア会議等で共有することで高齢者向け施策を 展開する
関係者間での連携関係の強化や、地域資源の連動につなげていくことが
できる。 

60 健康長寿課 認知症カフェ 
（おれんじの日） 

▼認知症高齢者やその家族、介護従事者が悩みを共有し、情報交 換を行
ったりできる場を設けることで、支援者相互の支え合いの推進に繫げら
れる。 

61 健康長寿課 国保３９歳１日人間ドック 
脳ドック 

▼健康診断の機会を活かし、専門機関による支援への接点になり得る。 

62 健康長寿課 精神保健福祉推進事業 ▼精神障害を抱える方とその家族の中でも、特に困難事例とされる方は
自殺リスクの高い方が少なくない。 
▼個別支援を充実させることで、自殺のリスクが高い方々の自殺防止に
向けた有効な 取組にもつながり得る。 
▼精神障害を抱える方とその家族は、地域社会での生活に際して様々な
困難を抱えており、自殺リスクの高い方も少なくない。 
▼早期段階から社会復帰に向けた支援を専門医や保健師等が展開し、当
人や家族を 包括的・継続的に支えていくことで、そうしたリスクの軽減
につながり得る。 

63 健康長寿課 ボランティア喫茶 ▼高齢者が集まる場で地域住民同士の交流やお互いの思いや悩み事など
を話すことで、閉じこもり、うつ予防に繋がる。 

64 教育学習課 スクールソーシャルワーカ
ー 活用事業 

▼さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保護者等が自殺リス
クを抱えている場合も想定される。 
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▼スクールソーシャルワーカーによる関係機関とも連携した包括的な支
援は、児童生 徒や保護者の自殺リスクの軽減にも寄与し得る。 

65 教育学習課 スクールカウンセラー ▼さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保護者等の相談にの
っていきます。 

66 教育学習課 学童保育所（放課後児童ク
ラブ）業務に関すること 

▼申請に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること
で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

67 教育学習課 
総務課 

人権啓発事務 ▼町内各小・中学生を対象とした、いじめ等に関する人権教室、イベン
ト等での自殺問題について言及するなど、自殺対策を啓発する機会とし
得る。また、人権擁護委員や行政相談員が自殺対策の知識をもつこと
で、相談業務だけでなく、関係機関へつなぐ役割を期待できる。 

68 教育学習課 生徒指導、進路指導及び健
康安全に関する事務 

▼問題行動を起こす児童・生徒の中には、様々な困難を抱え、自殺リス
クの高い子どもがいる可能性もある。 
▼教職員向け研修の中で自殺問題や支援先等に関する情報を提供するこ
とにより、子どもの自殺リスクに直面した際の対応と支援について、理
解を深めてもらう機会となり得る。 

69 教育学習課 教科、領域生徒指導、進路
指導及び健康安全に関する
事務 

▼題材の選定が可能ならば、SOSの出し方教育などをこの枠で行うこと
で、児童生徒の援助希求能力の醸成や、問題解決に向けた主体的行動の
促進等を図り得る。 

70 教育学習課 教育支援委員会 ▼特別な支援を要する児童生徒は、学校生活上で様々な困難を抱える可
能性が想定される。各々の状況に応じた支援を関係機関が連携し、その
保護者の相談にも応じることにより、児童生徒の困難の軽減や保護者の
負担感の軽減にも寄与し得る。 

71 教育学習課 児童及び生徒の事故並びに
非行の届け出に関する事務 

▼さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保護者等が自殺リス
クを抱えている場合も想定される。 
▼スクールソーシャルワーカー等関係機関とも連携した包括的な支援
は、児童生徒や保護者の自殺リスクの軽減にも寄与し得る。 

72 教育学習課 学校教育についての調査及
び研究に関する事務 

▼不登校の子どもは当人自身のみならず、その家庭も様々な問題や自殺
リスクを抱えている可能性もある。 
▼そうしたリスクに対して、スクールカウンセラーや専門相談員と連携
することで、児童生徒の家庭の状況にも配慮しながら、連携して問題解
決へとつなげることが可能になり得る。 

73 教育学習課 みなべ町教育大綱の策定 ▼施策の一つとしていじめ行為の未然防止と早期発見・対応があり、子
ども・若者の自殺対策に関する内容を反映させられる可能性がある。 

74 教育学習課 町連合 PTA ▼自殺問題等について講演会を行うことにより、保護者の間で子どもの
自殺の危機に対する気づきの力を高めることができ得る。また、保護者
自身が問題を抱えた際の相談先情報提供にも寄与し得る。 

75 教育学習課 図書館の運営 ▼図書館を啓発活動の拠点とし、自殺対策強化月間や自殺予防週間等の
際に連携できれば、住民に対する情報提供の場として活用し得る。 
▼実際に、図書館で自殺対策（生きることの包括的な支援）関連の展示
やリーフレットの配布を行っている自治体は少なくない。 
▼学校に行きづらいと思っている子どもたちにとって「安心して過ごせ
る居場所」となり得る可能性もある。 

76 教育学習課 不登校児童生徒支援事業
（クレセール） 

▼不登校児童生徒の保護者から相談のあった場合に、指導員が必要に応
じて適切な機関へつなぐ等の対応をとれるようになる可能性がある。 

77 子育て推進課 こども家庭センター ▼妊娠・子育て中の保護者からの育児に関する各種相談に、様々な専門
機関と連携しながら応じることで、危機的状況に陥る前に家庭の問題を
発見し、対応することが可能となり、それは自殺リスクの軽減にもつな
がり得る。 

78 子育て推進課 地域子育て支援拠点事業 
「こひつじランド」 

▼子育て世代の親と子どもが気軽に集い、相互交流を図る場を提供しま
す。子育ての相談支援を行うとともに、子育てに係る各種情報提供や子
育てサークルの育成、支援を行います。 

79 子育て推進課 みなべ町子ども家庭支援ネ
ットワーク協議会 

▼児童虐待が発生する状況下では、その家庭そのものの自殺リスクを上
昇させる。 
▼相談の機会を提供することで、自殺リスクの軽減に寄与し得る。 

80 子育て推進課 母子・寡婦福祉に関する相
談 

▼相談者の中では、生きづらさを抱え、自殺リスクの高い方もいる。 
▼相談の際に問題を把握し、適切な支援機関につなぐ機会にもなり得
る。 

81 子育て推進課 母子健康手帳交付 ▼本人や家族との接触時に状態を把握し、問題があれば関係機関につな
げる等、自殺対策を踏まえた対応の強化を図ることができる。 

82 子育て推進課 妊婦健康診査 ▼本人や家族との接触時に状態を把握し、問題があれば関係機関につな
げる。妊婦健診受診状況や、結果を確認し、異常を発見する機会とする
ことが出来る。自殺対策を踏まえた対応の強化を図ることができる。 

83 子育て推進課 妊産婦・新生児等訪問指導 ▼面談時に異変や困難に気づき、問題があれば関係機関につなげる等、
自殺対策を踏まえた対応の強化を図ることができる。 

84 子育て推進課 各種健康診査 
4・10か月児健康診査 
1歳 6か月児健康診査 
2歳 6か月児健康診査 
3歳 6か月児健康診査 

▼本人や家族との接触時に状態を把握し、問題があれば関係機関につな
げる等、自殺対策を踏まえた対応の強化を図ることができる。 



36 

85 子育て推進課 不妊治療費助成事業 ▼不妊に係る悩みや経済的負担は自殺に至る要因にもなり得る。 
▼助成の相談や申請の機会は、自殺のリスクが高い層との接触機会とし
て活用し得る。 

86 子育て推進課 児童手当支給事務 ▼資格喪失（転出）に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を
活用することで、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

87 子育て推進課 児童扶養手当申請受付 ▼受付に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること
で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 
▼扶養手当の支給機会を、自殺のリスクを抱えている可能性がある集団
との接触窓口として活用し得る。 

88 子育て推進課 子育て短期支援事業 ▼児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、または緊急一時的に
保護を必要とする母子等が適切な処遇を確保される施設において、養
育・保護を実施する。 

89 子育て推進課 こども園運営業務に関する
こと 

▼申請に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること
で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

90 子育て推進課 一時預かり事業 ▼子どもの一時預かりは、家族の状況や保護者の抱える問題・悩み等を
察知し、必要に応じて支援を提供していくための契機となり得る。 

91 子育て推進課 
教育学習課 

思春期保健学習 ▼自分の命、友達の命の大切さを学び、そのことでいじめ予防につなが
る。 

92 子育て推進課 母子保健推進員活動 ▼活動を通じて、異変や困難に気づき、問題があれば関係機関につなげ
る。自殺対策を踏まえた対応の強化をはかることができる。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ みなべ町 相談対応フローチャート 

 

 

 

  



 

窓口に来る方の中には、話をうまく伝えられない人や、どこに相談したら良いかわからない、相談内容を

たくさん抱えている等、様々な人がいます。高齢者の場合は、認知症の方がいるかもしれません。 

相手の話を聞きながら、その様子を観察し、必要な時には協力しながら、問題解決のために一緒に対応し

ます。 

５－１ みなべ町 相談対応フローチャート  

本計画における基本施策、重点施策及び生きる関連施策については、担当課での対応に加え庁内関係部署と

の緊密な連携が不可欠です。そのため、相談を受けた際のフローチャートを作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈相談を受けたら〉  ①相手にねぎらいの言葉を伝える 

           ②傾聴し、相手の思いを受け止める 

           ③相談内容を確認する 

「大変ですね」 

「体調は大丈夫ですか？」 

「眠れていますか？」 

様々な悩みを抱えている場合、不眠を訴える人が

多いため、眠れていない場合は、「お困りや悩んでい

ることはありませんか？」と話を進めていくことで、

その背景にある問題がみえてくることがあります。 

お困りや悩んでいることはありませんか？ 他に相談したいことはありませんか？ 

関係機関につなぐ 

【紹介する際の留意点】 

※「たらい回し」「丸投げ」にならないよう

に十分配慮し、相談機関の紹介だけになら

ないようにする。 

※事前に相談先で対応できる内容かどうか

確認する。 

① 相談内容を再度確認し、紹介先の機関 

につなぐ旨を本人に伝え、同意を得た上で、

電話連絡を行う。 

② 関係機関に電話にて概要を伝え、対応 

を依頼する。 

③安心して次の窓口へ相談できるよう、相

談先の機関名（窓口名）、電話番号、担当者

名を伝える。必要であればメモした紙を渡

す。 

④つなぎを受けた場合は、必要に応じ、相

談元に連絡を行い、相談の概要を再度確認

する。 

「別のことも相談したい。」 

相談対応している中で、もし気になる点などがあったら、上

司とも相談の上、必要に応じて健康長寿課または住民福祉課

にご相談ください。 

〈例えば・・・〉 

★話がうまく伝わらない、かみ合わない 

★怒りやすい 

★何度も同じ話を相談に来る 

★物を無くした等、何度も対応することがある 

★いつもと様子が異なり気になる 

（元気がない、表情が暗い、泣く、顔色が悪い、体調が悪そ

う・・・等） 

・認知症がある高齢者や、障害のある方などは、健康長寿課

や住民福祉課で普段から相談を受けている場合があります。

必要に応じて、職員が同席したり、家族に連絡を取り、対応

をお手伝いできることもあります。 

・対応中、支援を申し出たのに断られる場合もあります。も

う一度、関係機関と一緒に支援していきたい旨を伝え「でき

ることはありませんか？」と声をかけてみてください。 

担当課のみで完結 

「ありません。大丈夫です。」 
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５－２ 主な相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内    容 相 談 窓 口 電 話 番 号 

心・身体の健康に関する相談 みなべ町役場 健康長寿課 ０７３９－７４－３３３７ 

田辺保健所 ０７３９－２２－１２００ 

高齢者に関する相談 地域包括支援センター ０７３９－７４－８０６５ 

妊娠から子育てに関する相談 みなべ町役場 子育て推進課 ０７３９－３３－７５５０ 

福祉サービスに関する相談  

生活困窮に関する相談 

みなべ町役場 住民福祉課 ０７３９－７２－２１６１ 

みなべ町社会福祉協議会 ０７３９－７２－５６１１ 

西牟婁振興局 ０７３９－２６－７９３１ 

税金に関する相談 みなべ町役場 税務課 ０７３９－７２－２１６２ 

消費者問題に関する相談 

経営などに関する相談 

みなべ町役場 産業課 ０７３９－７２－１３３７ 

 

児童・生徒に関する相談 みなべ町役場 教育学習課 ０７３９－７４－２１９１ 

どこに相談していいのかわからない みなべ町役場 健康長寿課 ０７３９－７４－３３３７ 
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